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第１５日目（３月１９日） 

○議   長（松原良道君）  延会前に引き続き本会議を再開いたします。ただいまの出

席議員数は３０名であります。 

（午前９時３０分） 

○議   長  これから、本日の会議を開きます。 

本日の日程は、第９号議案 平成１９年度南魚沼市一般会計予算の歳出の審議を続行いた

します。 

第６款 農林水産業費に対する質疑を行います。 

○関 常幸君  おはようございます。１点だけ質問させていただきます。先ほど配付され

ました農林水産ビジョンが基で１９年度の農林水産業の計画が出されていると思いますが、

そういう観点から農林水産ビジョンについて質問をさせていただきます。 

 内容的には第１章から第４章まで現状、その中の課題、取り組むべき方向ということで向

う１０年間のビジョンがわかりやすく、数字を多く使って大変参考になる資料でありますし、

指針として本当に大変ご苦労さまでした。ありがとうございます。 

その中で質問したい、伺いたいのは、今のＦＴA の問題が取り上げられておられますが、

そういうふうな問題等を議論されてきて、そういうふうなのも念頭に置きながらこれらのビ

ジョンが策定されているのか。そういうふうな検討があったのか等々を含めてお伺いいたし

ます。 

○農林課長  農林水産ビジョンの策定につきましては、関係する団体等と検討をいたしま

して策定させていただいたわけでありますけれども、この作成の段階で議員おっしゃるよう

なＦＴA 等の構想等のことを踏まえては策定してはいませんでした。 

○樋口和人君  ２点おねがいしますが、まず１点目は１４９ページのぶどう栽培交付金の

件です。昨年に比べて金額が１００万円くらい減っているのでしょうか。面積的にいって約

１.７ヘクタール分くらいが多分減っているのだと思いますが、これは経年といいますか、年

が経って減っているのか、その辺の理由をお聞きしたい。 

もう１点、１５９ページの、しいたけのハウスを３０棟程建てるということですけれども、

現在の約倍くらいの棟数になってくる、施設的には多くなるのかなと思います。現在より多

くなったことによって、パックセンターですとか菌床センターの方の生産がまわっていける

というか、能力的にいけるのかどうか、その辺をちょっとお聞かせください。 

○農林課長  前段の方でありますけれども、平成１９年度につきましては２.１８ヘクター

ルということで前年よりも減っております。これは４年間、１反歩７万円ということで交付

しておりますので、終わった人が出ているということで１軒でございます。 

 それから、１５９ページのしいたけでございますが、生産がかなり上がるというようなこ

とで、今回につきましては栽培のハウス等について補助事業を取り組んでおります。それに

供給する菌床センター、それから製品を出荷するためのパックセンター等があるわけであり

ますが、それにつきましても農協さんの方では既存の施設だけでは間に合わないということ
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で、今、これは補助事業が付かないという中で、単独事業でやりたいということでございま

す。金のかなり高額な事業費になるということで、市の方にも何らかの支援ができないかと

こういうお話がきていますが、かなりの金額の増設をしなければならないというふうに思っ

ています。 

○岩野 松君  樋口議員と関連しますが、ぶどう栽培交付金のことで１点と、もう１点お

願いします。 

 昨年は非常に豪雪だったのですけれども。ぶどうの収穫は、今、年々こういうかたちで栽

培をしながら増やしているという状況でしょうけれども、収穫としてはどれくらい減収だっ

たかが、もしわかりましたらお聞かせください。 

 それと、現在のアグリコアのぶどう酒ですけれども、産地のぶどうというのは何パーセン

トくらいとかもし・・・公表できなければ。これはいろいろあるかと思いますけれども、ど

れくらいをあれしているのかもわかったらお聞かせ願えればありがたいです。 

 もう１点は、１５１ページの有機センターの問題です。今、ごみの分別ということでやは

り女性の方からの声が上がっているのは、食物残渣を還すということが非常に関心も高くな

ってきていますし、それに対してここではどこで拾ってくれるのだろうという声があります。

この有機センターには作られるというか、私が知ったときからはそういうことを何回かお願

いはしていますけれども、このあいだのあれでは給食の残渣までは何とか入れたいというこ

とでしたけど、今現在どこまでいっているのかお聞かせください。 

○農林課長  まず、ぶどうの生産量というかでございますが、この事業に平成１２年に取

り組みまして、実際的には１３年から植栽が始まっています。大体４年から５年は実をなか

なか採れないというような段階で、５年目から採るわけでありまして、昨年あたりから１３

年に植えたものの収入が始まっているわけであります。昨年はご存知のようにだいぶ豪雪で

やられたということで、その復旧の方が手間がかかりまして、なかなか収穫というのが上が

ってないということです。 

まだ、実質的な地元で採れたぶどうでワインを造ってそれを出荷するというような状況に

はまだなってございません。なお、実証圃で採れました――３反歩ほど１０年ですか実証圃

作ったわけでありますけれど、そこからはもう５年経過していますので栽培されているわけ

であります。そこから採れたもので昨年も話させていただきましたけれども、地元のぶどう

を使ってワインを造ったという中で、金賞にはなれませんでしたけれど銀賞になったという

ようなことでございます。まだまだアグリコアとして、ワインに産地のぶどうが何パーセン

ト使っているというのはまだ数字が出ておりません。 

 それから、有機センターの食品残渣であります。食品残渣につきましても計画では給食セ

ンター等から発生する残渣について有機化したいと、堆肥化したいということで計画されて

いますが、今現在は家畜の排泄物、それから菌床センターから出てくる廃菌床、籾殻等の数

量が非常に多いという中で、実際的にはまだ堆肥化はしてございません。今後これらについ

て給食センター等と検討していくというお話をさせてもらいましたので検討していますけど、
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今現在は実際的にまだ量が多すぎて使っていないという状況であります。 

○岩野 松君  アグリコアの問題だけちょっとお聞かせください。そうするとまだ始めて

からぶどうを直接ぶどう酒にするだけのぶどうになるということは、今のところそんなに多

くないというふうに感じましたけれども。これは最終的に交付金の交付が終わる頃には、す

べてが生産されるというふうに見ていいのだろうと思いますけれど、それは、勉強不足で申

しわけありませんが、いつ頃になるのか。それから１００パーセント生産になるというのは

何年ごろから始められるのかお聞かせください。 

○農林課長  今の計画でいきますと平成２３年ごろには、市内のぶどうを使いましてワイ

ンを生産していきたいという計画になっております。ただ、この計画につきましては全量市

内のものということで計画されていませんので、他の産地からもぶどうというか原料は入っ

てくることになりますが、２３年度からは地元のぶどうを使っていきたいということであり

ます。 

○中沢俊一君  1 点だけお願いいたします。１５５ページ、一番下になりますが、農地・

水・環境保全向上対策について伺います。明日締め切りということですけれども３８集落、

１,５００ヘクタールという話がこのあいだありました。一部には県が補助を減らすのではな

いかというような見方もありますけれども、この基礎部分、あるいは営農部分の４,４００円、

６,０００円というこの補助の数字は、これは保証されるものでしょうか。 

○農林課長  この件につきましては、私ども予算のときも説明しましたように、当初予算

では１,０００町歩、予算措置をさせていただきました。今現在、集計しますと３８集落で約

１,５００町歩ということであります。 

ただ、県がまだ今この時期にきましても細かい審査基準ですとか、どういうふうに配分す

るというのが全然出ていないわけでありまして、新聞やテレビでは４割カットとかという話

が出ておりますが、私どもが聞いた話では県は５億４,０００万円ほど予算措置しているわけ

であります。それらを各市町村から今、申請の受け付けしているわけですけれども、その申

請の受付の中の活動計画等を県の方で審査させていただいて、各市町村にその５億４,０００

万円を配分するということです。漏れ聞くところによりますと６５パーセントから７５パー

セント程度の中で順番を付けたいと、こういう話でございます。 

そうなりますと、私どもも２５パーセント、最高７５パーセントですので２５パーセント

カットというようなことが出る場合もあるかもわかりませんが、県の情報等が出てきた中で、

予算のときにも説明しましたように、必要なものについては補正をさせていただくというこ

とでお願いしたいと思います。 

○中沢俊一君  ６月の補正のその中身ですけれども、その水準を知りたいわけです。それ

から活動計画によって県の方が色分けをするという話がありましたが、それは市の段階、例

えば集落の出てきた計画それによって、市の方でまた補助にランクを付けるということはあ

りましょうか。 

○農林課長  当然この制度につきましては、国・県・市がそれぞれ交付金を助成するとい
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うものが対象面積になりますので、市はしたけれど県ができないというのは制度的には成り

立たないということでありますので、市も県の、先ほどの話にもありましたように、審査基

準の内容等を十分考慮させていただきまして、対応していかなければならないと思っていま

すが。市もガイドラインで当然集積を３０パーセント以上というふうに決めさせていただき

ましたので、そういうガイドライン等の高い低いというようなもの、また環境に配慮した農

業の仕方といいますか、そういうもの等を考慮して場合によれば減額というようなことも起

こり得るということであります。（「集落によって」の声あり）はい。 

○牧野 晶君  おはようございます。農林水産業費全般に対して聞きたいことですが。米

のブランド化というのは当然今後も図っていくわけですけれど、人と話していた中で「究極

のブランドは何だ」という話があったわけです。「究極のブランドというのは宮内庁御用達だ

ろう」という話があったわけです。今度部長制になるので、もしあれだったら宮内庁御用達

運動でもしていただければなと。そういう視点があるのかどうか。まず１点は宮内庁御用達

運動をしてブランド化を図れということです。 

 もう一個は、佐渡のトキがいますよね、鳥のトキ。佐渡のトキというのは非常に自然が豊

かで水がきれいなところ、農薬を使わないところ、というふうなところにいるというイメー

ジがあるわけです。そういうイメージを大事にする意味で、今、県は分鳥飼育を考えている

わけですね、鳥インフルエンザの関係で。それは年間１億やら何億も金がかかるので、それ

に手を挙げろなんていうことは言わないですけれど、ただ、一定の時期がきたら南魚沼市に

も「放して欲しいな」くらいの、そういう目標的な考えを地域の住民というか農家の方に語

りかけていくこともブランド化につながって、ある意味「いつかトキを山に放していこうそ

う」と。「トキが住み着くような田んぼにしていこうそう」というのも――トキは一部には害

鳥だったなんていう話もあるのですが――そういうのも大事ではないかなと思うのですが、

これは市長にぜひお聞きしたいのですが、よろしくお願いします。 

○市   長  宮内庁御用達は、これはなかなか。そこまでやらなくても、やってどうな

るかちょっとわかりませんけれども、やらなくてもブランド化はきちんと図っていけると。

市内では給食に相当使っているわけですし、どうも私は宮内庁御用達までは考えたこともあ

りませんし、実現的には非常に無理もあろうかという気がします。何かいい方法があったら

牧野議員からまたご指導いただければと思います。 

 トキの関係ですけれども、これは確かにトキが放鳥されるという、それは環境的にはそう

いうことでしょうが、私達は米を作ろうという部分ですから、田んぼに米を作ってそこにト

キを放すということになりますと、これはおっしゃったように害鳥ということになるわけで

す。 

棚田的な部分や山間の中の耕作放棄地といいますか、こういうところがどの程度あるのか

わかりませんけれども、私どもの地域にもともといなかったでしょうからむりやりここへト

キを連れてくるよりは、別の自然環境的なことを考えた方がいいのではないか。農地・水・

環境といいますか、そういう部分でそちらの方に取り組んだ方が有益ではないかと思います
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が、いかがでございましょうか。 

○農林課長  それでは、若干補足させていただきます。宮内庁の御用達制度でありますけ

れども。よく水戸黄門には何々藩とか公儀御用達という越後屋さんがよく出てくるわけであ

りますけれども。現在、御用達制度というのはございません。議員おっしゃったように、究

極のブランド化されるというおそれがあるということで、米や野菜等については宮内庁で小

売店から買っているわけでありますけれども、これらについてはいろいろ影響が大きいとい

うことで丸秘、非公開だということでございます。 

○山田 勝君  全く素朴な質問になろうかと思いますが、コシヒカリについてです。実は

これほど価格が全般に下がっていながら消費がどんどん減っている。そしてコシヒカリ自身

も現在食べてもらっているのが５０代の後半の、ある程度ゆとりのある方が食べていただい

ているということを伺いました。そういったことで全国的に米余りもあって、若い人の米離

れもあって、実は１０年先のコシヒカリというこの水田がどうなるのか、というところが素

朴な疑問であります。その辺について、市長はどういうふうに１０年先を考えられているか。

一言あればお願いします。 

○市   長  今、議員おっしゃったようにこのままの推移ですと、年間大体７万トンか

ら８万トンの消費が落ちていくという、そういう農林水産省の推計であります。７万トン、

８万トンといいますと、大体魚沼産コシの全生産量に匹敵をする。これが例えば１０年ずっ

と続きますとその１０倍ですから、今輸入をしている７０万トンという部分がそっくり計算

上でいけばいらなくなるということですが。 

私達はやはり、この間も北陸農政局の方で北陸４県の中の懇談会といいますか農業懇談会

に行ってきたわけです。適地適産、ここの米が一番美味しくて皆さんに喜ばれる、というこ

こ。米がなくなるということではありませんので、例えば新潟県の中でも一般コシは非常に

人気が落ちているということであります。 

ですので、そういう産地間競争に打ち勝っていって、この地域からは美味しい米を極力味

を落とさずに、むりやり生産しろということではありませんけれども、適量を生産していく

という方向を見出していきたいと思っております。 

そういうつもりですが、全体的に最終的には消費がゼロになるのだということになります

とこれは大変な問題ですが、そういうことではないだろう。米文化もまた一部では見直され

てきているということもありますので、そういう方向に力を入れながら米の消費も伸ばして

いく運動を、私達も一緒になってやっていかなければならないと思っています。状況的には

そういうことだと思っています。 

○和田英夫君  １４７ページの病害虫防除協議会の補助金。この金額は金額として、何年

か前からいもちなり病気に強いコシヒカリの品種になったわけでありますし、減々、減農薬

という時代。さらに先ほど中沢議員も言っているように農地・水・環境保全の関係でも、農

薬を使わない有機米というのかそういう時代になっている中で、行政がこういうふうに予算

で防除の補助金を出すという姿勢というものでいいのかどうかということをお願いしたいわ
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けであります。 

あと１５１ページの家畜指導診療所。今回の議会の中でも消防署の改築といいますか新築

といいますか、これの話しになっているわけで、あそこの一画に家畜指導診療所の事務室な

り器具庫があるわけです。もちろんこの辺も消防署の新築といいますかに関連してどうする

のだという議論が始まっていると思いますが、その辺の２点についてお願いします。 

○農林課長  １点目の市の防除協議会でありますが、これは、市は主に予察をやりまして、

その予察に要する経費等について、市、農協、農業共済組合から負担をいただきまして、適

切な防除の指導をしているわけであります。直接、防除薬代を助成しているとかそういうこ

とではございません。予察に要する費用ということでございます。 

 家畜指導診療所につきましては、ちょっと私が把握しておりませんので。 

○市   長  家畜指導診療所の事務室といいますかその件につきましては、特に今、消

防庁舎の中にどうするという検討はしておりませんが。今、私達が考えておりますことは、

農業共済の方に家畜指導診療所が移管できないかということを、これから模索していこうと

いう思いであります。 

だめだと、共済の方で受け入れられないということになりますと、例えば新しく消防庁舎

を建てるのにそこにまた家畜指導診療所というわけにいきませんので、ここなりあるいはＪ

Ａさんとの共同的な部分もありますので、ＪＡさんのところに間借りをするとか何とか考え

ていかなければならないと思いますけれど。今のところ消防庁舎の中にそれを置くのだとい

う考え方は特に持っておりません。 

○和田英夫君  この病害虫の関係で予察ですから、それはそれでやっていることを私はど

うこう言うわけではありませんが。こういう時代ですから、例えば「うまい米づくり推進事

業」とかそういうふうなやはりちょっと雰囲気を変えていかないと、私どももそうですがい

わゆる消費者の目線で見ると、まだ南魚沼市は病害虫でかなり補助しているのかなという、

要らぬ誤解を受けないという工夫を、私は必要だと思いますのでひとつお願いします。 

 それと、市長、私も消防の新しく出来る中へ作れとかそういう意味ではありません。いづ

れにしても、そういう何がしかの動きがあるということは、関係畜産農家と担当課と、市と

してはこういう考え方だからというようなことでの協議は始めながら、例えば事務室であり

それがどこにあるかわかりませんけれども、将来的ににらんで、では「どの辺がいい」とい

うことも。市も当然ながら関係農家と協議を始めていっていいのではないかという気がしま

すのでお願いします。 

○市   長  病害虫防除の方は、適切な表現があればまた考えてみたいと思います。で

きれば、病害虫、病害虫などといことはあまり載らない方がいいとは思いますので、適切な

表現があるようでしたらまた考えさせていただきます。 

 家畜指導診療所についてはおっしゃるとおりですので、協議にきちんと入っていかなけれ

ばならないと思っています。 

○寺口友彦君  １４９ページ、農業改善事業であります。先ほど同僚議員の方々から質問
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がありましたが、このぶどう交付金であります。栽培に関しては市がかなり援助して栽培の

面積を増やしていくという方向でありますが、平成２３年度から本格的な販売ということが

始まるということでありますけれども、実際お金になる部分というのになると平成２３年度

からでありましょうが、どうも当地で作付けをしているぶどうについては糖度不足であると

いうことが心配されている。実際問題、買い入れになった場合についてその部分がネックに

なり、全量予定していたような販売戦略ができないのではないか、というようなところも漏

れ聞いております。 

したがいまして、このアグリコアに対して市が出資をしているわけでありますので、やは

りアグリコアを最大限に活用して、平成２３年度からは販売量については全量そこで使える

というかたちをとるような方向性で、販売戦略を考えていかなければならないのではないか

というふうに思っておりますが、課長の考えはいかがか。 

○農林課長  そのとおりでございます。一部、去年組合員とアグリコアの間で、やり取り

がありましたけれども、基本的には出来たもの全量を買っていくということであります。た

だ、糖度的には１５度を堺に、１５度以下と１５度以上につきましては１度ずつ単価を作り

まして、それに基づいて買うということでありますので、それは契約していますので大丈夫

だと思います。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第６款 農林水産業費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第７款 商工費の説明を求めます。 

○商工観光課長  （説明を行う。） 

○議   長  商工費に対する質疑を行います。 

○今井久美君  前に課長にご相談したことがあります、救助隊の登山道整備とあわせて、

合併をして越後三山を含め巻機も全部市の範囲内に入るという中で、その辺のとらえ方をど

うしていくのかということでお聞きします。 

 これは、私の所属します産建の委員会の範疇ですが、この前の一般質問をさせていただい

た市長からの答弁の中で、国立国定公園の事務委託も受けるのだと。こういうような話があ

りましたので、あえてここで話をさせてもらいたいのですが。 

越後の山は非常に奥が深くて、長野の北アルプスやあこらとは違うように、非常に深山で

登山のベテラン組にはたいへん人気があるところで、私もこういう体系になりましたので登

山というわけにはいかなくなりましたが、若い頃はよく東京の方からこっちへ向かってきて

駅前の食堂でカツ丼をみんなで食って帰るというのが楽しみなところでした。 

ダムの奥の十字峡のことについては、今、県の整備部も非常に一生懸命考えてもらってい

ますのでそれは新年度を待ちたいと思いますが、そこから上の登山道整備について、一度荒

れてしまうとなかなかそれがうまくいきません。去年言ったように救助隊の中でもいろいろ

考え方がまちまちで違う、取り組みも違う。また、救助隊に対する金額のダウンとかいろい
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ろなことがあってかなり難しいような状況も聞いたのですが、この後の経過と。 

それから、こういう権限を本当に移譲された中で、県境の稜線には皆各々観光課で作って

いただいた山小屋が設置されているわけです。これらの管理も含めて県の観光課もあわせて

これらの維持管理していく中で、なんとかそこら辺の登山道を対応ができないのかなと思っ

てお聞きしたいのです。その辺をひとつお願いします。 

○商工観光課長  おっしゃるとおりでございまして、登山道は一回荒れますとそれを復旧

するのに多大なお金も掛かりますし、時間も掛かるということで本当にありがたいことだっ

たわけですが、震災復興の基金がございまして、１９年もう１年、登山道整備ができるとい

うことで６００万円ほどの予算を一応計上してございます。何とか今まで、正直言いまして

単費相当でやらなければいけないと思ったわけですが、その資金手当てができなくて滞って

いた部分を、去年あたりで大体形ができたのかなと思っています。もう１年やればまた、当

分という言い方はおかしいですが、少しはもつのかなという気はございますので、目いっぱ

いまた今年やってみたいと思っています。 

それで、県と国との関係がやはり出るわけですが、私が前にいたときは、かなりそういう

お話を聞いていただけた時期もあったかなと思ってはいるのですけども、今はかなり大きな

事業でないと採択をしていただけないという。それから、多分本数も少ないのだろうと思う

のですが、そういう意味で例えば数百万とかでちょこまかやっているというのはなかなか難

しいのかなというところはございます。 

それで、先ほど言いましたが国立国定公園の事務の関係を、市の方で１９年から受けると

いうかたちの中で動いておりますので、県の方と今後の登山道だとかそれから山小屋の関係

につきましては、若干調整とか協議をさせていただくように頑張ってみたいと思っています。 

○腰越 晃君  ３項目質問させていただきます。まず、１６３ページの産業振興ビジョン

策定事業です。今ほど、今年、製本化して発表という話ですが。１点だけ確認させていただ

きます。既存産業である農業・観光これが基本になるわけだと思うのですが、今後の新規産

業への創出支援、そうした取り組み内容については大体どのような内容になっているのか。

考え方と内容について説明していただければと思います。 

 同じく１６３ページの観光事業補助金、地域振興補助事業ですね。先ほど、いわゆる申し

込み等を受けた中で、選定委員会等で決定していくという内容でしたけれども・・・失礼し

ました。１６５ページの観光振興事業、一番下の観光事業補助金についてです。この申し込

みの件数であるとか、内容であるとか。こうしたところを支援していくというのは非常に重

要であると思うのですが、考え方としてどういったものを基本的に持っておられるのか。そ

れから繰り返しますけれども、件数であるとか内容等についてご説明を願いたいと思います。 

 それから、１６５ページ、観光振興一般経費およびその下の観光振興事業費について１点

お伺いします。近年、特に冬季ですが外国人観光客、これは湯沢の方でも結構増えていると

いう内容をお聞きしております。当南魚沼市についても増えているというような状況である

と思っております。 
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ただ、そのＰＲの方法としてパンフレットで、例えば韓国語、中国語、英語こうしたもの

が整備されているかといいますと、ほとんど見かけることはありません。これは、市役所に

置いてあるもの、あるいは観光協会に準備してあるものもそうですが。また、インターネッ

トのウェブサイト、これにおいても観光テレビで一部大きな項目が韓国語と中国語だったか、

英語もあったかな。そういった表示を見ることができるのですが、内容については全く外国

語訳されておりません。 

近年、特に中国であるとか韓国、それから台湾等からこちらの方に来てくださる観光客が

多いと聞いております。そうした中で、今後、関東県域からの観光客がだいぶ頭打ちになっ

ているという現状の中では、国交省、県等が進めております外国人観光客の誘致、これを積

極的に進めていくべきであろうと考えるのです。そうしたところの対応を、せっかく予算が

あるわけですから当然進めていくべきではないかというように思っているのですが、見解を

お伺いしたいと思います。 

○商工観光課長  それでは、まず１点目の産業振興ビジョンでございます。新規の部分が

どうだかということですけれども、細かい部分はまだ詰めてはございませんけが、今、私ど

もが企業誘致の要項がございまして、その要項の中に今ある制度としては、固定資産税２分

の１、３年間減免と、先ほど企業立地奨励金ということで１人１０万円の雇用奨励を出すと

いう部分だけのわけです。今、隣の魚沼市等々それから県もそうですが、それだけで魅力が

ある奨励措置かという部分がございまして、今のところ私どももできる限り県の制度に乗っ

て私どもの方にと、そういう考えを持っておるわけですが、もう少し細かい部分に配慮がで

きるのかどうか。その辺をこの中で今のところ検討をやっているところでございます。 

 それから、観光事業の補助金の関係でございますが、１８年度につきましては全部で１７

件申請がございました。それで、予算が６６５万円でございましたので、６６１万円ほど補

助金の交付決定を出してございます。 

内容についてはいろいろ多岐多彩にわたっておりますが、特に塩沢町の関係では、今まで

市の観光協会の方がこの部分を持っておったということがございまして、単協の皆さん方の

誘客促進のようなものが主なものでございます。それから、旧六日町、大和町の方につきま

しては、そういう単協ということではなくて、今こういう事業をやってみたいというので上

がっている部分もございます。なお、塩沢町の新米キャンペーンもこの中から対応させてい

ただいたところでございます。 

 それから、パンフレットの関係でございますが、議員さんはお見かけしないということで

ございましたが、中国・韓国それから英語ということで一応３種類だけは、パンフレットを

作ってございますので、窓口の方で見ていただければ確認できるかなとこういうふうに思い

ます。 

 あと、観光テレビの方は今のところ作成の途中でございますので、これも１９年度にもう

１回その基金事業を入れることができるということでございますので、この中で今度は食と

か健康とか温泉とかを含めた中の新しいバージョンを一応企画しております。その中で一緒
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に作成するようになるかと思いますので、一応そんなことでございます。以上です。 

○腰越 晃君  今ほどの外国語でのＰＲキャンペーンということですが、市役所が係る部

分について説明がありましたけれども、各観光協会等がやっておられるウェブサイト、あと

パンフレット等あるかと思うのですが、そうしたところでの展開、観光協会あたりがやるの

かなと思うのですがお考えがあれば。 

○商工観光課長  ４月の１日に新しい協会ができますので、その中で例えばご存知かと思

いますが、今までの塩沢町の観光協会はどちらかというとスキーの方に特化をするようなか

たちだと思われますし、それから旧市の方はどちらかというとイベント、それからいろいろ

な企画で連れてこようと、こういうふうなかたちの部分でございます。そこら辺がうまくど

ちらかに偏るというのが、そういうふうにならなくてはいけないのかなというのがありまし

て、逆に合体をした方がいいのではないかという気があるのですが。協会の皆さん方と、事

業展開の詰めた部分までやっておりませんので、私としてはやはりスキーだけということで

はなくて、イベントとかまつりとかそういうものも含めた複合的な大きな協会になっていた

だければありがたいなと。そういうことであれば、当然協会の方でこういう展開ができるか

なと、こう考えております。 

○宮田俊之君  １点お願いいたします。１６５ページ、地域振興と観光振興の大枠の分け

方についてまず１点お伺いしたいのですが。地域振興の方で市民まつり・産業まつり等の負

担金というふうに上がっておりまして、観光振興の方で六日町まつり・雪まつり等と上がっ

ております。基本的な考え方というのは、市長でも結構ですが、内部の住民・市民が楽しむ

ものと、外から誘客をするものというふうな大枠の分け方なのか、その辺をまず１点。 

あと再三自分の常任委員会でも申し上げているのですけれども。」例えば六日町とか、雪ま

つりとか相手をきちんと決めてお金を出すという段取りになっているようですが、例えば冬

季間であれば、浦佐の裸押し合いなり塩沢の雪譜まつり等、雪まつりの期間にはいろいろと

同じような――同じようなと言ったら失礼ですけれども、目的は違うのでしょうけれども時

期としては同じようなイベントがございます。 

こういったものはトータルでお金を出すように、弾力的にできるような態勢のところにお

金を出す方が、私は統一のパンフレット等を作ったりして市長のおっしゃる市民の一体感の

醸成には役立つのではないかというふうに思います。 

 続いてもうひとつ、六日町のまつりの実行員会ということになっておりますが、やはり同

じような時期に市内ではいろいろとイベントがあるわけですので、その辺につきましていつ

頃までこういったかたちで相手を決めて支出をしていくのか、その辺のことについてお伺い

をいたします。 

○商工観光課長  まず１点目の市民まつりと雪まつり等々の区分の部分ですが、おっしゃ

るとおり地域コミュニティーの部分と、誘客にかかる部分ということで大きく分けたという

ふうにご理解いただきたいと思います。 

 それから、実行委員会形式の部分でございますが、それぞれの金額でございますが、かな



 - 11 - 

り見直しをかけている最中でございます。当然この実行委員会からすれば、「観光立市、観光

立町と言っていたのになんで削っていく」ということが会議ではいつも言われるのですけど

も、市内全体を考えたときにひとつの実行委員会だけに手厚くするというのは、なかなかこ

れからはしかねるというかたちの中で、いずれはこの部分も見直しの中にかかってくるとい

うことでしております。ただ、いつという期限を決めてということではございませんので、

もう少し時間をいただきたいと思います。 

 それから、統一パンフレット等でいろいろなイベントを紹介するのは、これは多分よろし

いかと思うのですが、これを一挙に一緒にするというのもかなり無理があるようです。当初、

私も商工観光課長になったときは、同じイベントは一本にまとめて大々的にやったらどうだ

と考えておりましたが、やはり地域にはそれができた歴史的背景だとか関わった皆さん方の

思いがございまして、一緒になってどこかででかくやるのはなかなか無理があるなと、こう

思います。 

これも皆さん方のそういうかたちで「いいよ、やってみようではないか」というような気

持ちにならないと、行政がわあわあ言ってさせたというかたちにはならないのかと思います。

気持ちとしてはそういうのもございますので、とりあえず、パンフレットなんかでは一緒に

お知らせした方が有効的だなと。別々に作ってみてもどうなるものでもないのですので。そ

んな考えでございます。 

○宮田俊之君  課長のおっしゃるとおり、行政の方でどこか一大的に大きくやれという意

味ではございません。それぞれの地域でやっていることを大切にしたうえでやっていただき

たいのですが、どうも見ていますと同じようなパンフレットとかポスターが、それぞれから

出ていくような段取りではちょっとおかしいのではないのかと。その中で先ほど腰越議員か

らもありましたけれども、統一した観光戦略といいますか大きなテーマとか基本計画をもっ

て、こういった相手先に、イベントの趣旨を大切にしながらやっていく方が私はいいと思い

ますので、もう一度答弁をお願いいたします。 

○商工観光課長  おっしゃるとおりでございますので、今、観光協会を主体にした事務局、

それから商工会を主体にした事務局、その他別のところでやっている事務局等々実行委員会

もあるわけですが、それらがある程度整合性がとれて一緒にやろうというかたちになれば、

できるかと思います。とりあえず市の観光協会が一本になるわけでございますから、その中

で話を詰めながら、先ほど言いました商工会だとか他の団体もやっているところがあるわけ

ですので、そこらと連絡をとって例えば統一のパンフレットを作ろうとか。まず手始めはそ

ういうことだろうと思いますので一生懸命努力したいと思います。 

○市   長  ちょうどいい機会ですので、今、宮田議員からお話がありました、その各

地域のまつりといいますか、そのことについてご理解いただきたいと思うのですが。浦佐の

裸押し合い、これは大和町時代からいわゆる政教分離ということに抵触するおそれがあると

いうことで一切補助金的なことは出しておりません。ですので、これからもやはりそういう

ことにもし抵触するということになれば非常に困りますので、お手伝い程度はやりますけれ
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ども、そういうふうにきちんとした支出を組ということにはなりえないということ。 

雪譜まつりは、額は小さいですけれども一応市としての負担金ですか、はちゃんと出して

おります。六日町まつり、塩沢まつりいろいろあるわけですが、非常に塩沢まつりの方は塩

沢町時代からだと思うのですけれども、いわゆる宗教的な部分が――地元の伝統部分という

こともありましようけれど――非常に色濃いわけでありまして、六日町はまたそっちのお祭

りといわゆる六日町まつりというのは、一体的にやっていますけれどもきちんと分けてやっ

ているというようなことで。 

今、課長触れましたように、それがずっといいかというかとそういうことではありません

けれども、そんな状況でありますので、皆さん方からそれぞれの地域でわからないことがあ

ったと思うのでご理解いただきたいと思っております。 

○中沢一博君  １６１ページの、平成１９年度の異常少雪対策資金の件でお聞きさせてい

ただきたいと思います。ご承知のとおりこういう状況になっておりますけれども、４月末ま

で伸ばしていただいたということで本当にありがたいと思っておりますけれども。現実この

趣旨の内容と、現実現場がどのようになっているか掌握されているかどうかということでご

ざいます。 

ようするにどういうことかというと、おわかりのとおり国会でも言われておりましたけれ

ども、雨の日に傘を貸さないで晴れたら傘を貸すと言っていました。安倍総理は雨が降った

ら今度は傘を取り上げるという表現をされておりました。 

私が聞く限りにおいては、これは、信用保証協会だとか金融機関が決定する部分でありま

すので、なかなか私どもが云々という部分はできないかもしれませんけれども、現実に今、

いろいろ聞いておりますと、書類等を出したときにすぐその現場でつき返されていると。前

年度の対比を見たとき減っているとそれでもうだめだと。そうして追い返されているという

話も聞きました。 

本来の趣旨とちょっと違っているのではないかといふうな状況はあります。やはり、緩和

していただいた中で、本当に救いの手を差し述べていただいた中で、とにかくこの地域でま

た頑張りたい。そういう人に本来はそういうべきものであるのではないかと私は思っており

ますけれども、執行部としてどのように掌握されているかお聞きさせていただきたいと思い

ます。 

○商工観光課長  個々の細かいのは把握はしてございませんが、当然私どもがそれを考え

るときにそういうことが過去にあったというのが当然ありましたので、今回債務負担行為を

組ませていただいて心配をしないように、来ていただいた方には話を聞いていただきたいと

いうのが、金融機関の会議のときに市の方からお願いをした案件ございます。 

ただ、個々の申し込みをされた方と金融機関とのやり取りを聞いているわけではございま

せんが、当然金融機関がとてもこれはと、今、多分したとしてももたないなという判断をさ

れたときには、そういうのも出るかもしれませんが。私どもはそれを一番懸念をして今、今

まで債務負担行為を組んだというのは地震のときの、災害のときしかこういうのを組んだこ
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とがないのですが、あえて今回はこれについて組んだということだけをご承知いただきたい

と思います。 

○阿部久夫君  ページでいいますと１６５ページですが、観光振興一般ということでお聞

きしたいのですが。今の冬のシーズン、本当に異常少雪で私もスキー場に関係しているが、

非常にお客様が来ない。塩沢のときからもそうですが、やはり何としてもグリーンシーズン

にお客様を誘致して、なおかつまたホワイトシーズンにセットしていかなければ、これから

の観光客はなかなか伸びてこないのだろうというふうに思っています。そうした中で、この

南魚沼市は非常に越後三山等、また巻機１００名山等に恵まれて、グリーンシーズンに向け

てお客さんを呼ぶには最高の自然環境に恵まれている地域だと私は思っています。 

そうしたとき、私は塩沢のときも質問したのですが、水上との交流をずっと深めていまし

たけれども、最近塩沢町もなくなって途中から止めたのですが、道の駅ということで水上の

方との交流を非常に深く推し進めてきたことがあります。今の清水峠から向うの谷川岳の方

へ行く道ですが、これに何とか力を入れて夏のシーズンに少しでも観光客の誘致を図るべき

だというふうに言ってきたのですが。 

やはりこうした自然に恵まれた環境の中で、私はぜひ市長からも何とか視野を広げていた

だいて、水上とも交流を深めていただきまして、積極的にグリーンシーズンのお客様につい

て誘致していただきたいと、そういうふうなお願いであります。ですから、これから市長に

そこでなんとかいろいろな形で積極的に群馬の水上の方との――今、水上も合併して変わっ

ていると思いますけれども――そういったところにも積極的に話し掛けていく必要があると

思いますが、そういったことについて市長からお聞きいたします。 

 もう 1点でございますが、外国人のお客様でございます。私も湯沢の方へ行っていますと、

土曜日曜になるとそれなりの外国からのお客様がいろいろなところへ来ていますけれども、

やはり湯沢では外国人に向けて積極的にやっている企業もあります。そこにいっては、南魚

沼市は少しこういった外国人の誘致に欠けているのではないかなという思いがするのです。

外国人のお客様のそういった統計があるのかないのか。また、もしないようだったら今後ど

のように取り組むのか。私としては是非これからも外国のお客様も積極的に受け入れるとい

うような対策をしていただきたいと思いますが、その２点お願いいたします。 

○市   長  群馬県の水上町との件でありますけれども、塩沢は清水峠、私ども旧六日

町は十字峡の奥からお互い道路をつなげ合って行き来ができるようにしたいということで、

相当長い間運動してきたわけですけれども、やはり自然といいますかその部分が、これだけ

自然が素晴らしいわけですけれどもある意味ではそれがネックになりまして、もうほとんど

道路開削はできないということであります。保護的な部分もあります。 

ですので、そういう面での交流といいますか、観光客がお互い行ったり来たりという部分

については、これは今、唱えても実現不可能だと思いますので、これは特にそういう方向を

もう進めるつもりはございません。ただ、どういうかたちでお互いが連携できるかと、これ

は水上町ばかりではありませんけれども、この間お話しました只見町とかそういう部分とは
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やっていかなければなりませんが、非常に水上という部分を限りますとそういう面での交流

といいますかお互いが非常に難しいのだなという気はしております。ですので、特に水上町

さんとどうだこうだということは今まで一切考えておりませんでした。そんな状況でありま

す。 

 外国人観光客につきましては先ほど課長が触れましたように、確かに取り組み的にはこの

南魚沼市は湯沢町さん等に比べれば遅れておりましたけれども、これはやはり進めていかな

ければならないと。そういう面では国際大学との連携とかそういうことを含めながら、外国

人観光客の受け入れは進めていくというつもりであります。ただ、私達がしゃかりきになっ

ても、受け入れるホテルも含めたそういう皆さん方が本当にその気になってもらわないと困

りますので、そういう面から構築を始めていこうということで、取り組みは一生懸命やらせ

ていただきます。 

○若井達男君  課長の方に 1 点伺います。コシヒカリ紙です。この予算には出てきてはい

ないのですが、鳴り物入りで取り組んだ。市で予算化し、また、県の方からも事業認定とい

うようなことで補助金が出ております。実際のところこれは、今、どういった製作販売、そ

ういったところはどのような状況になっていますか。それをひとつお聞かせください。 

○商工観光課長  決していい状況ではございませんが、去年は在庫含めて約 6０0万円ぐら

いの物がございまして、一応４0０万円程回収をさせていただきました。これは何かしなけれ

ば損がでるというようなかたちに作ってございませんので、赤字にはならないようにしてあ

りますのでそんな状況でございます。 

それで、今までのコシヒカリ紙だけではやはりなかなか展開が難しいということで、今年

予算化をさせていただきまして、和紙の郷ということで、今度は手漉きの和紙をしゃくなげ

公社の方で体験ができると。お金も極力掛けないことにしようということで今ある施設を改

造しまして一応作りました。今年の連休頃から使えそうなのかなというあれがございます。

それらと一緒にした中でまた展開を考えていきたいと思います。とりあえず今のところ、飾

一さんが大口取引で引き取っておいていただいているという状況でございます。 

○若井達男君  そういう取り組みで、前からもその話、和紙のすくいは出ておりました。

これは担当課または観光協会で、市のエコはがき、そういった方向にこの和紙の利用という

ものは話は出ていないわけですか。多分今、市とすると今もこの議場でも観光行政に対して

皆さんが前向きにそれなりには考えているわけですが、どうもエコはがきというものは見え

ていない。 

これもただ作れということではなくて、今、観光名刺があります。観光名刺は多分金がか

かっていないと思うのです。そういうかたちで業者の方へでも、「あなた方の宣伝をしてやり

ますよ」と「売ってやりますよ」売上はもちろん市で使わせていただく。これなどは、外へ

出て見て回ると一番そういうのが事実なのが、高速道のパーキングエリア、サービスエリア

そういったところへ入ると、これはどこどこの、ＪＲの宣伝までエコはがきで出ているので

す。そのときには、そこの観光地の山並みが入る、ないし景観風景画入っているわけです。 
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今、観光名刺があれだけあるわけです。材料があるわけですのでそういったところを合わ

せてこの和紙、これは確かにだいぶ柔らかさが出ると思うのです。そういったところという

のは、話は出ていないですか。それをひとつ聞かせてください。 

○商工観光課長  特別、エコはがきという名前では出ておりませんが、先ほど言いました

がいろいろなことを考えなければいけないということで、とりあえずは例の花の入ったレタ

ーセットを作ったり、というのはやっておるのですが。さっき言いました観光名刺に合わせ

て、やはりお年玉年賀状でしょうか、ああいうものも郵便局さんとやっておりますので、そ

ういうものを含めていろいろの検討をさせていただきたいと思います。 

○中沢俊一君  1 点だけお願いします。１６３ページに入りますが、農村工業等導入事業

の中であります。確か昨日のテレビだと思いましたが、魚沼市が水の郷の３０町歩、これを

半分造成するという話がありました。当然、県の支援優遇策をあてこんだと思いますけれど

も、この優遇策の中身の概略であるとか、それが周辺の方へある程度適応が効くものかどう

か聞かせてください。 

○商工観光課  今、ちょっと直接水の郷の分の資料を持ち合わせしてございませんでした

ので、細かい部分はわからないのですが、今までも大和の青木さんとか高野分室長が向う様

との会議に出ておったわけでございます。あそこの部分に一部南魚沼市の土地が団地みたい

なかたちで残っておるのです。そこがとりあえず魚沼市の方が確定をすれば、いずれは拡張

ということでこの分もこっちにくるというような話は聞いております。 

ただ、県の優遇策そのものが、川を越えたこちら側の方に来るかといわれるとそれは別個

の話になるのかなと。ということは、うちの方で新しい設定をしてやらないと無理かなとい

う部分がございますので、何ともいえない部分かなと思いますが。直接県の水の郷工業団地

にある支援が、そっくりこっちの市の方のこっちの方に川を渡ったりしてくるかという話の

部分ですが。 

○中沢俊一君  向うは用地がある。こっちは拡張したいという企業の要望があっても用地

がない。また、これから将来、いろいろな人脈を通じて南魚沼市の方がそういう意向のある

企業を見つけたとしても、用地の方がないことにはなかなか進まないということで、こうい

う面でお互いの市で連携をしていくというそういうような方法というのは考えてみたことあ

りますか。 

○商工観光課  当然、向う様というか魚沼市さんとはいつも話をしておりますし、細かい

ところもやっております。今は１７号バイパスに隣接してという格好でございますので、上

流側の方にも今度は南魚沼市の農地がございますので、そういう意味では可能性としてはあ

るのかなとこういう考えを持っております。 

○中沢俊一君  というのは、こんな話があったのです。矢祭町というのは７,０００人足ら

ずの小さい町ですが、そこに２,０００人とも３,０００人ともいわれる企業が進出を決めてい

まして、用地整備もなっております。当然、小さい町からは雇用が、質の面もありますし数

の面もありますし、調達できないわけでして、当然、周辺からたくさん雇用が調達されるわ
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けです。そんなことも含めまして、こういうことをやはり連携を密にして雇用に面をしっか

り確保できるようにしていってもらいたいと思っています。 

○商工観光課長  当然、魚沼市も雇用、魚沼市だけではとうてい今計画されているのが１,

０００名くらいという言い方をされていましたので、当初の計画では。当然向うでは確保で

きないと。南魚沼市の方からもご協力いただきたいと、こういう申し入れを受けております。

以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 意義なしと認めます。よって、第７款 商工費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第８款 土木費の説明を求めます。 

○建設課長  （説明を行う。） 

○都市計画課長  （説明を行う。） 

○議   長  暫時休憩といたします。休憩後の再開は１１時２０分といたします。 

（午前１１時００分） 

○議   長  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

（午前１１時２０分） 

○議   長  第８款 土木費に対する質疑を行います。 

○寺口友彦君  前段から指名していただきありがとうございます。 

 まずは、１８１～１８２のスノートピア流雪溝事業の計画であります。これにつきまして

ですが、一般質問でも行いましたが、今年工事に入る地区に対する説明というのでありませ

んで、社厚の委員会の中でも資料としていただきました。計画の中でゾーンということで設

定をしてありますが、特に駅西地区、第１ゾーンを含めてであります。その辺の地区につい

ての計画の現状とこれからの見通しというところでの説明をする考えはないかということで

ありましたので、その辺ついてのお考えをもう一度お聞かせ願いたい。 

 もう１点は、１９３ページの木造家屋の耐震診断であります。先ほど都市計画課長の方で

説明の中にありましたが、計画は策定はするが補助金については当面は市の方は支出は考え

ていない、という考えでありました。 

昨年は市職員の方の勉強会でありましたように、防災といいますか地震に対する初期の防

災対応につきましても、やはり倒壊家屋で亡くなられる方が非常に多いというデータも出て

おります。そうした場合、市内には非常に危ないといわれます、私の家も含めてであります

が木造の家屋が多いということであれば、これはやはり計画がきちんと出た段階でもありま

しょうが、市はこういうかたちでもって補助をしていくので診断をしていただいて、市民の

皆様の自助努力で地震に強い家を作っていただきたいと。そういう方向でいくべきではない

かと思いますが、その辺についていかがですか。 

○都市計画課長  まず、最初のスノートピアの件でございます。これにつきましては、当

初の計画策定時点が第１から第６ゾーンに分けた計画でございました。これにつきましては



 - 17 -

第１、第２ゾーンが主に駅西地域、３、４、５、６というのが駅東地域とそういうゾーンの

分け方をしてございます。 

それで、現在では駅東ゾーンのみの通水でございます。これにつきましたは、さらに駅東

地区につきましては第１から第５ゾーンまで区分けをしてございます。全体のゾーン分けと

今現在の実際の通水を行っているゾーン分けとは違っています。さらに、現在の通水時間に

つきましては２時間から４時間、路線によって時間のばらつきはございます。そういうこと

で、これは管理組合の方たちと通水時間については了解を得ながら見直すときには見直しを

しているということで、原則的には、偶数日、奇数日に分けて時間を変えて全域といいます

か、整備済みのところを通水をしてございます。 

さらに、今後、駅西ゾーンにつきまして、鋭意送水管の布設整備工事を推し進めておる段

階でございます。今のペースでいきますと平成２０年には送水管の布設が完了して一部側溝

の整備が完了したゾーン、地区につきましては通水が可能かなと、そういうところでござい

ます。説明の中でも話しましたように、１９年度に中継圧送ポンプ場の建築建設にも入って

いきたいとそういうことでございます。 

したがいまして、今の駅東地区、駅西地区が整備になった暁に、今の通水時間を維持する

ことは不可能です。はっきり言いまして、これはできません。したがいまして、どういうふ

うに時間の設定をしていくのか。これにつきまして、今のところ駅東地区の方、駅西地区の

方につきましても具体的な話し合いには入っていませんので、平成１９年度あたりからやは

り全地域が整備された暁には、こういうふうに市は考えているとそのような話をしなければ

ならないと思います。関係者の方の了解がなければ、なかなか流雪溝の全体計画といいます

か全体の有効に利用していくというのができませんので、平成１９年度あたりからはやはり

地元説明会に入る必要があるだろうと、そういう考え方でございます。 

ただ、駅西地区につきまして、高校通りの整備がほぼ、これは県道ですので完了に近づい

ていますので、そこのところにつきましていろいろな水の水利権の、水利の使い方をしてご

ざいますので、昨年度、関係の区長さん役員さんを集めまして概略の説明は申し上げました

けれども、全ゾーンを対象の説明会をやはりしなければならない時期にきているなと、そう

いう認識でございます。 

 ２点目の、木造住宅の耐震診断の件ですけれども、これは議員の質問の内容からいいます

と、このところではなくて耐震改修促進計画策定業務委託料の４００万円、このところの質

問だったなかと私はそういうふうに受け止めましたけれども。これにつきまして、内容説明

で申し上げましたように、平成１８年度では、県はこの計画の策定は義務付けられておりま

した。市町村につきましては努力目標と、こういう話をさせてもらいました。 

したがいまして、努力目標であるにしても市とすれば、今、平成１９年度にこの業務を執

行していきたいと話をしましたけれども、これにつきまして５６年以前の耐震性が不十分な

木造住宅につきまして、現在我々が統計資料からは市内に約５,７００棟くらいの住宅が存在

するだろうと、そういうふうに認識をしております。 
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おおむね５カ年で耐震診断の目標を５,７００棟の７パーセント、約４００棟の実施を目標

としてございます。さらに２５パーセント、４００棟の２５パーセント、したがいまして１

００棟について耐震改修の工事を実施して促進をすることとしたいと。このような目標の設

定を現在考えていますけれども、これにつきましては、国はこの診断をするだけではなくて、

更に改修工事まで当然国とすれば、導入をねらった事業でございます。 

そういうことでありますので、今後、これにつきましては補助金が、耐震改修工事につき

ましても補助金が出る事業ですが、ただ、市の財政事情、財政状況等を勘案しながら取り組

む必要があると思いますので、現在のところそこまで踏み込んだ考え方は持っていないとこ

ういうことでございます。 

○関 昭夫君  １点だけお願いしたいと思います。１７５ページ、除雪機械整備事業費。

この案件がどうこうという意味ではありませんが、市の方の基本的考え方として、除雪事業

者が自分で用意する機械の方向で走るのか、そうでなくて市が機械を用意して除雪を委託し

ていく方向に行きたいのか。 

今年の異常少雪みたいなときを考えると除雪業者は非常に大変だったのかなという気はし

ていますが、今年だけの話であったもらえれば差し支えがないわけですけれど。基本的にど

ういう方向で考えているのか。特に大和地域には元々がそういうかたちだったのかしりませ

んが、市の所有の機械が相当あるのではないかなというふうに思っています。六日町、塩沢

地域は逆に業者持ちの機械が動いているのが多いのかなという気がしています。多分、それ

が除雪費の比較のところで数字に大きく表れたりいろいろしているのだと思うのですけれど

も、基本的には今後どういうふうにしていきたいのか、どういうふうに考えているのかお聞

かせをいただきたいと思います。 

○建設課長  除雪機の機械の台数ということでございますが、今回、大和地域の更新２台

というのは、たまたまロータリーが老朽化したということで大和地域２台を更新するという

ことでございます。 

 それから、市が機械を用意するのか、それとも業者が用意するのかということでございま

すが、長い経過があって今のようなかたちになってきて、特に不都合はなくて除雪ができて

いるということだと思います。 

 ただ、今年については新しく機械を購入された方等については負担が多かったのかなと思

っていますけれども、現状で特に大きな不都合なことはなかったと思います。当面は市もあ

る程度用意しますが、業者の皆さんもある程度用意をしていただいて除雪をするということ

で進めていきたいと思っています。 

○腰越 晃君  ２点質問させていただきます。１７５ページ、交通安全交付金事業費１,２

００万円ということですが、具体的な事業の内容についてお聞かせを願いたいと思います。 

 それから、都市計画関係の方ですが、１８１ページ、石打の市道改良工事費、地方特定道

路整備事業４,９００万円が載っておりますが、土地購入費で３,４００万円という内容です。

これは塩沢町時代に私申し上げたのですけれども、当然事業に入る前には用地関係について、
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問題はクリアしているのだろうとうい理解をしていたわけですが、平成１９年までこの事業

がかかっているということ自体おかしいのではないかなと思うところでもあります。この事

業について、用地買収の動向がどうなのか、それからいつ完了するのか、そのところをお聞

かせください。 

○建設課長  最初の質問の交通安全対策事業費の内訳ということでございますけれども、

今、予定しているのはカーブミラーの設置・修繕約１０基、ガードレールの設置５０メート

ル、区画線の延長が約３キロですかを予定をしているということで、交通安全施設に限定し

たものをこの中で実施をするという内容ございます。 

○都市計画課長  街路丸山通り線のことだと思いますけれども、これにつきましては平成

１７年度まで施工されてきましたけれども、平成１８年度につきまして休止をしました。１

年間の休止をしまして平成１９年に再開をするとこういう事業であります。用地買収等につ

きましての今までの経過につきましては、私の方でごく詳細に把握していないわけですけれ

ども、ただ言えるのは、片押し、国道の方から来ていますのでその方が片押しでいきたいと

そういうことであります。さらに、今の予定だと平成２２年に完了をしたいと。そういうス

ケジュールであります。 

○腰越 晃君  わかりました。交通安全交付金、関連質問になってしまいますけれども、

昨年の豪雪で相当傷んでいる部分が、防護柵等ですがこれはあるかと思うのですが、それの

今年の取組み。各地区からいろいろな修理必要な箇所等が上がっていると思うのですが、今

年完了するのかどうかという点ですねお伺いいたします。 

 もう１点、丸山の方の道ですけれども、平成２２年というのは当初の計画から何年遅れる

のか。それとあともうひとつは、こういう事業については用地問題が出ないように、今後の

事業については当初の予定を大きくオーバーするようなことがないようにしていただきたい

というふうに考えるところです。今後についてのお考えもお聞かせをください。 

○建設課長  交通安全施設の傷んだものを早く直せということだと思いますけれども、昨

年の豪雪でだいぶ傷んだところがありました。傷みの激しいところは災害査定をとりまして、

災害査定をとった箇所についてはすべて終わっているはずです。ただ、傷み具合、具合が少

しなんとか対応ができるというようなものについては、一部まだ終わっていないものがある

かもわかりませんが、そういうものについては特に安全上大きな支障はおそらくないという

現場の判断でやっているのではないかなと思います。以上です。 

○都市計画課長  丸山通り線につきましては、平成２０年に完了をしたいというところで

ありましたけれども、平成２２年ということで２年延びたとそのように認識をしていますけ

れども、もし違ったらのちほど訂正をさせていただきたいと思います。 

○宮田俊之君  ２点お伺いさせていただきます。どうしてもこういった財政難で、どれが

どれだけ急ぎの事業なのかという観点でお尋ねいたします。１８９ページ大原運動公園の整

備ということで、先ほどの説明ですとテニスコートの改修ということになっておりました。

全体をずっと見ておりますと国体を呼ぶのにはずいぶんお金がかかるのだなというふうに思
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っておりましたところ、またこうして改修費が上がってきていると。実際は大会が開催され

るまでの間に合えばいいのではないかということで、その辺、スケジュール的に１９年度に

やる必要があったのかどうかについてお尋ねします。 

 もう１点、額が大きいですけれども１７７ページ、大和インターチェンジ整備事業費につ

いてお伺いいたします。当然合併前から悲願の事業だったということで十分わかるのですけ

れども、こちらの事業、今伺いましたら下り線のみだということで来年度も同じぐらいお金

が必要になってくるということかと思うのです。 

この事業、ずっと取り込まれたときには、基幹病院の誘致に関する必須条件だったのかど

うかについてお伺いしたいのと、もし開院までに間に合えばいいということであれば、いく

らか先に伸びてもいたしかたないのではないかと。ただ、今まで恒久設置をお願いしている

のに、１９年何もしなかったというのでは当然信義に反するといいますか、おかしいという

ことで入れなくてはいけない事業なのかもしれないのですが、その点についてお伺いしたい。 

当然額も大きいわけですし十二分に予算措置等をされたなかだと思うのですが、１９年度

にやると非常に有利なことがあるとか、そういういった裏付けと、市の財政からいくら持ち

出しをしてこの事業を行わなくてはいけないのか。この辺について財政課長の方からでも説

明をいただければありがたいと思うのですが。以上２点お願いいたします。 

○市   長  大原の運動公園。これは当然ですけれども国体関連で、国体は２１年です

けれども２０年にはインターハイ、そういう部分がありましてどうしても１９年度中に整備

をしなければならないということであります。ですから、１年待っていればインターハイは

できないと。インターハイができなければ国体は、できなくはないかもしれませんけれども

非常に大きなダメージを受けるということであります。 

 インターの件についきましては、基幹病院の必須条件ということではございません。ただ、

当然ですけれどもそれと絡むということでありまして、あるとないとでは大きな違い。イン

ターが恒久設置といいますか、いわゆるあそこにインターチェンジがないということに過程

した場合、基幹病院をあそこに誘致できたかどうかということは非常に厳しかったのだろう

と私は思っております。 

これは、社会実験が始まって、社会実験的な経過を経て恒久設置になるということが決ま

った後に、すぐ警察、道路管理者、それら当然ですけれども高速道路の管理会社、国交省全

部含めて協議をして、そしてああいうかたちができて、それでは１９、２０でやりましょう

と、こういうことでずっと話し合いで進めてきておりますので。例えば１年向うへ送ったか

らどうだと言われますと、それは、どうだこうだということではないかもわかりませんが、

これは１９、２０でやらなければ非常に不利になるということだというふうに理解しており

ます。 

当然ですが、２０年度でやりますともうその頃は基幹病院の問題も、他の基幹病院に絡ん

だいろいろお話がありますように健康関連部門だとか、あるいは学園構想だとか、こういう

部分も含めますので、これは相当財政難であっても１９、２０でやらなければ効果的には非
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常に薄れるというふうに私は理解いたしまして、ありとあらゆる事業を導入して１９、２０

でやろうと。財政的な内訳については、それはあと建設課長に答弁させます。 

○建設課長  今の事業内訳ということでございますけれども、これは交付金事業で実施を

予定しておりますので、通常の１０分の５.５が補助率だったと思います。あと、単費の内訳

につきましては、すいませんが財政課長さんの方からお願いできればと思います。 

○財政課長  市の方の、持ち出しの部分になりますが、これはその部分の９５パーセント

は合併特例債をあてて、もう５パーセントは県の特別の貸付金ということです。とりあえず

は市の持ち出しはそうないのですが、たまたまその他に土地開発公社でこの土地を保有して

いますので、そういう部分では塩漬けの土地が改良されるというようなメリットの点もある

ということです。 

○宮田俊之君  わかりました。インターチェンジの方の話ですけれども、市長は所信表明

で、基幹病院およびこのインターチェンジで地域の活性化を図るのだという文言がございま

す。私は調べた中で群馬の方で昭和インターでしょうか、これも民間からの恒久設置という

ことで求められた所でして、規模等比較するのは別にしなくてもいいと思うのですけれども、

ずいぶん土地の購入費等からみますと広い土地を求めるのかなというふうに思うのですけれ

ども。市長、この基幹病院のことはいいですけれども、インターチェンジを使ってどのよう

な地域の活性化を図るというビジョンのもと、この下り線について進められるのかその辺の

ことを１点お伺いします。 

○市   長  下り線ばかりではありません。上下が入らないと相対的な部分は発揮でき

ないわけでありますが。基幹病院は別といいましても、基幹病院がどうしても絡むわけであ

ります。基幹病院に絡んで先ほども触れましたように今県でも構想を出していただいており

ますが、健康ビジネス連邦構想。そして、大学の誘致構想、学園都市構想ですね、これら。 

もうひとつは三用工業団地というのがあそこにございますけれども、あそこに立地をして

おります皆さん方が、当然ですけれどもここに大型車も入れる取り付けになりますと、それ

だけでも経済的な効果は相当だろうと。そして、三用の工業団地は大体埋まっているそうで

ありますが、そういう部分。 

そして、今、きのこあるいはスイカ、米も含めて、これの出荷部分に対しても相当の効果

を発揮すると。ですから、経済的にいくらだということははじいておりませんが、あの地域

が相当経済的に活性化していくと。そして、利便性が高まるということについては疑いのな

い余地でありますので、そういうことを描きながらこれに踏み切ったわけであります。 

○中沢俊一君  議員諸兄にもう１回確認をしたいのですけれども、議長の指名を受けたい

場合は、議員必携にもありますとおり、「議長何々番」というふうに申し入れてからお願いい

たします。 

 そこで、市長がいいと思うのですが、職員配備について聞きたいと思っています。今度の

人事異動で、この部門から１級建築士の資格を持った職員が移動していくわけですが、これ

から新築、改築あるいはまたメンテナンスがかなり目白押しになってくるわけです。その中
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で、そのメンテナンスの例えば見立て、工法そういうのをチェックする場合に、やはり有資

格者があった方がいいという話は、合併前からよく議会でも言われてきました。これについ

て、この部分についての有資格者の職員の増強の予定があるのかどうか聞かせてください。 

○市   長  今現在、市に１級建築士の資格を持った職員が確か２名だと思います。ご

承知のように、今、おっしゃっていただいたようにその該当者の１人が都市計画課におった

わけでありますが、これは都市計画部門よりまだ喫緊の課題といたしまして、学校の耐震診

断を含めた耐震工事、これがありましてその職員を学校教育課の方に配置をさせていただい

た。 

やはり職員の要請として、そういう職員は欲しいのです。１級建築士、いわゆる資格を持

っている職員はですね。そういう面では利用性に努めてかなければなりませんが、当面は学

校建築関係の方が優先をいたしますので、そういうかたちにまわさせていただきました。決

して都市計画の方が１級建築士がいなくていいという考え方ではございませんが、当面はそ

ういうかたちでしのがせていただきたい。職員にも極力そういう資格取得については督励を

していきたいと思っております。 

○岩野 松君  １８１ページの南魚沼誘いの道創造事業というのだそうですけれども、こ

れについての塩沢が４０万円、大和が４０万円というのはわかったのですが、どういう計画

の道ですか。道路なのでしょうけれども、ただ名前がこういうだけであるのか、それとも目

的的になにかあるのか。知らないのでお聞かせください。 

 それから、その上段にあります上越・魚沼道路十日町六日町間の八箇峠道路トンネルのこ

とです。この前の秋にあったときに、その道路の建設を受けたのが滋賀県の方の業者だとか

とお聞きしました。これは、国が受ける仕事ですので私達がどうこう言えないのですけれど

も。私は詳しくないですが、俗にこういう大きい工事は、孫受けだとかひこ受けだとかとい

う声まで聞こえてきますが、実際にこの工事を請け負われて、それを実際に仕事をするとい

うのは、本当に滋賀県の方が来られることはないのだろうと思うのですけれど、そこら辺の

実態がもしわかったらお聞かせいただければと思います。 

 それと、もう 1 つは１８３ページのスノートピア工事の中継ポンプ場というのはどこの場

所の建設になるのかお聞かせください。以上です。 

○都市計画課長  １点目の、南魚沼誘いの道創造事業の推進協議会負担金８０万円の話で

あります。これにつきましては、それぞれの地域が連携をしまして、来訪者との交流による

観光振興策を検討実施することによって、交流と観光による地域づくりを目的とする事業で

あります。 

既存の活動を行っているグループの連携、および一体となった地域づくり会の立ち上げと、

こういうことであります。地域づくり会によりまして、その地域の資産の発掘のための調査、

その選別、誘い方の勉強会の実施と、こういうことが活動の内容となっています。これに対

しまして、道路管理者としまして道を通じた地域支援の在り方を検討するためのケーススタ

ディーと、こういう新しい取り組みの事業でありまして、１８年度に塩沢地区、１９年度に
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塩沢地区と大和地区と、そういう２箇所を今、予定をしてございます。 

あくまでもケーススタディーと。これがうまくいけば他の地区にもどんどん――どんどん

といいますか、予算の関係もありますけど――これを広げていきたいと、そういうことであ

りますし、ここでうまくいけば他の地域についても波及をしていくだろうと。そいうことで

まず市、南魚沼市の中でこれをうまく仕上げていきたい、そういう、県の地域整備部と市の

都市計画課と地元と、そういう三者の協議会を立ち上げまして事業を取り組んでいると、そ

ういう中身でございます。 

 次の、八箇峠の業者の件ですけれども、これは確かに滋賀県の業者が元請けで入ってきて

います。それについて地元の方が下請け、協力といいますかそういうかたちで入ってきてい

ますが、その元請けの滋賀県の業者は全部丸投げということではございません。自分達でや

はり現場に直接入ってきていますし、自分達で元請けの責任を果たしていると、そういうこ

とでありますので。 

業者の選定につきましては、我々がどうこうする何者でもございません。これは国土交通

省の発注ですので、この辺の業者選定は市があれこれ言う立場ではございませんけれども、

ただ、八箇峠につきましては県外の業者でありますけれども直接責任を持って施工、現地に

入っているとそういうことが言えると思っています。 

 あと中継ポンプ場につきましては、これは、具体的な場所は議員に後程お示ししてもよろ

しいのですけれども、駅裏線・・・（「わかりました。いいです」の声あり）以上です。 

○笛木信治君  ２点ほどお願いします。土木費、４０億円ということですが、約２億円く

らい――１億９,８００万円くらいですか２億円ぐらい――増えているわけです。予算を編成

するというときに私どもはいつも言いますが、とにかく財政健全化、実質公債費比率の適正

化というようなことが頭にあって、当然それは勘案しながらされることだと思いますが、投

資的経費の抑制というようなことを考えると、やはり土木費についての配慮がなければなら

ないと思うわけです。もちろん、教育や福祉関係でも投資的な経費はあるわけで、それが教

育環境の整備やなにかに結びつくことは当然であります。 

しかし、今回、２億円の増額をしているということは、ひとつには維持管理費が主ですが、

例えば大和のインターというような急に入ってくる事業もあるということもあるのでしょう

けれども。先ほどから議論があった大和インターなどの緊急度、経済効果を市長は言ってお

られますが、今でも乗用車は通れるということですよね。しかし、荷物を運び入れする大型

トラック等この出入りということを考えれば、緊急に造らなければならないということであ

ります。大和地域でそれほど大型の車が年間出入りするのかどうかというのはわかりません

けれども、私はこの緊急度というときにはちょっと疑問があるのです。完成までに大体総額

どのくらいの経費がかかるというふうに見込んでおられるのか。そこをひとつお聞かせ願い

たいと思います。 

 それから、予算編成にあたって、私どもは民生費での抑制ということはいろいろな意味で、

市民の直接生活にかかわることですからそこはなかなかできないと。どうしても土木費での
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抑制というようなことを考えざるを得ないと思うのですが、ここが伸びているということ。

しかも、今年、来年にかけての実質公債費比率も膨らんでいるのです。今年は２３.８パーセ

ント、来年は２３.６パーセント。２００９年度には２３.５パーセントぐらいの見込みでやっ

ているわけです。ここのところを膨らませてまでやるということの。当然この後、庁舎のと

いう問題もあります。斎場という問題もあります。消防庁舎という問題もありますが、これ

らのことをさておいてまでやらなければならなかったということの緊急度は、いまいちわか

ならいのですが、ご説明を願いたいと思います。 

 それから、土木費の予算の編成の仕方についてのお考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○市   長  土木費が２億円ちょっと伸びている、これはもうインターであります。簡

単に申し上げまして。伸びているということですが、これは当然ですが、私達は土木費の伸

びがどうだこうだと言う前に、一般財源をどのくらい節約できるかと、ここにかかるわけで

ありまして、ですから一般財源でやらなければならない市道改良も含めて、これは相当抑制

をしております。そして補助金対象事業とかそういうものは、そうい中できちんとそれを活

用しながらやっていくということであります。 

ですから、単純に伸びたから財政健全化計画にどうもそぐわないということにはならない

わけであります。先ほど、このインターにつきましても触れましたように、交付金事業ある

いはそれに対する合併特例債の活用とか、県の部分とか、そういうことを本当にありとあら

ゆるものを組み合わせてやっているということであります。 

そこで、インターの緊急度ということでありますが、これは、さっき宮田議員のところで

も触れましたが、今、ここで１９、２０年で例えばやらないとしてどういう影響がでるかと。

これはもう基幹病院問題は一応片がついていますけれど、それに関連する部分というものは

非常に大きいわけでありまして、そこに該当している市が――夕張のようになればこれは別

でありましょうが、そういうことがない中できちんと整備が遅れますよということになった

ときに、ではそれぞれ今、構想が出ておりまして具体的に職員間同士でもワーキングチーム

を作りながら進めている事業にどういう影響が出るかと。これは大変大きな影響がでると思

います。 

それから、どのくらい大型車が出入りするか。例えば、きのこを積もうがスイカを積もう

が、これは今、乗用車ではとてもやりきれないわけです。それに２トン車であろうが５トン

車であろうが、そういう部分があそこから出入りできるということになりますと、地域の経

済に与える影響というのはものすごく大きいです。きのこは、今はもう７億円、もう１～２

年後は１０億円の生産量を目指そうということであります。これに波及する部分というもの

はそうとう大きい。スイカも今は大体３億円から４億円ぐらいでしょうか。これが、大きく

伸びるということはどうかわかりませんけれども、しかし、あれだけ有名な八色すいかとい

う部分であります。三用工業団地の皆さん方の利便性。農業生産では米もあります。あそこ

へ農協の倉庫もるわけですし、本体もあるわけです。そういう面を数えれば、今ここで投資

をしておかなければ後々禍根を残すということに私はなると思いまして、そういうふうに踏
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み切りました。インターは、合わせますと大体今年、来年で５億円という予定であります。

以上であります。 

○笛木信治君  わかりました。土木費では、生活環境の整備、インフラ整備というのは当

然ありますし、それは重要なことだと思いますが、今回も新規の工事を何箇所か取り上げて

おりますよね。それを別に悪いといっているわけではないです。これはやはり財政事情との

にらみ合わせで私はやるべきだと思うのですが。例えば、今、南魚沼市の道路整備状況が県

内でどんな位置にあるかといいますと、合併後の新市においては道路の整備率では７２.２パ

ーセントです。これは、県下でもいわゆる合併市では４番目ですから悪い方ではないのです。

道路整備は進んでいるのです。舗装率でいっても７５.２パーセント。これは、県下の合併都

市でいうと８番目ですからこれも悪い数字ではない。 

私はそういう意味では今、南魚沼市でインフラ整備が遅れていると、生活関連道路の整備

が遅れているという状況ではないと思うのです。もちろん、だからといって新規の事業を取

り組むなというわけではないのですが、やはりこうした財政状況も市民の皆さんに公開しな

がら、市民の皆さんと協議をしながら、優先度を厳しくしながら取り組んでいくべきです。 

私はインターの重要性が市長とだいぶ考えが違うように思いますけれども、ここで、実質

公債費比率をここまで膨らましてやるということの意味がよくわからないのですけれども。

そういうお考えであるということですが、今後５億円が予定されているということになりま

すと今後の庁舎の整備、それから斎場や消防庁舎の整備というようなこと、それから学校校

舎の震災の改修工事だとか、どうしてもやらなければという事業あるわけですけれども。 

そうしたことの兼ね合いの中で、財政計画との兼ね合いで、例えば福祉、医療の方へしわ

寄せが、あるいは水道料とかという方へしわ寄せがなければいいと思いますけれども、そう

いう点で市長の方で全くそういうお考えはないか、というあたりをひとつお聞きしておきた

いと思います。 

と言いますのは、市長はかねがね福祉バスのワンコイン方式であるとか、義務教育は必ず

しも無料であるべきではないとかというようなことをちょこちょこと言われますけれども、

そういうのがひっかかっておりますのであえてお聞きするわけですが、そこをひとつお願い

します。 

○市   長  新規分も当然ですけれどもありますがこれは、今まで担当課から上がって

きた部分からも、ちょっと触れましたけれども３本か４本、一応私どもの方で査定をして先

送りをさせていただいております。そして集中的にやらせていただく。ですから、新規を１

０本手がけるということではなくて、３本なら３本に抑えてこれが完了したらまた新規でや

っていくと、そういうかたちでよく言われます選択と集中という、そういうことに心がけて

やっていかなければならないと思っていますし、これからもそうしていきたいと。 

 この土木費を延ばさんがために、他の部分にその部分をもってしわ寄せをやっていくとい

うことはそう考えるつもりはございません。 

 庁舎、あるいは消防庁舎そして斎場。斎場も庁舎も消防庁舎も、消防庁舎はこれからどう
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なるかわかりませんけれども、一応想定をした中で全部予算を組んでおります。庁舎は先ほ

ど一般質問のところでちょっと触れましたが、いわゆる増築はしませんし、耐震補強も耐震

補強そのものは相当少額で済むということでありますから、本当に節約されるところはきち

んと節約していきます。インターは先ほどから触れているとおりです。考え方が違うという

ことですからあれですけれども。これが３年後、５年後に伸びた場合どうなるかということ

を考えますと、これは絶対今やっておかなければ全く将来に禍根を残すと、そういう私の思

いでありまして、これはご理解をいただきたいと思っております。 

 福祉、水道、これは本当に生活に密着した部分にそのしわ寄せをやろうという考え方は全

く持っておりません。以上です。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

第８款、土木費に対する質疑を終わります。 

○議   長  昼食のため休憩といたします。午後の再開は１時２０分といたします。 

（午前１２時０２分） 

○議   長  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

（午後１時２０分） 

○議   長  なお、ここで市長からの発言を求められておりますのでこれを許します。 

○市   長  ９款に入ります前に、８款の土木費の質疑の際に宮田議員にお答えした答

弁内容がちょっと間違っておりましたので、訂正をさせていただきます。国体関連のことで

ありまして、私が来年度、２００８年度ですか、２０年度にインターハイという発言をして

おりましたけれども、これはインターハイではありませんでしてリハーサル大会ということ

でご訂正をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○議   長  第９款、消防費に対する説明を求めます。 

○消 防 長  （説明を行う。） 

○総務課長  （説明を行う。） 

○議   長  消防費に対する質疑を行います。 

○関 昭夫君  １点だけお願いいたします。２０３ページの消防団運営費の関係です。市

長が一般質問の答弁で話をされましたが、退職金とか公務災害の分について、定員で負担を

しているということです。以前、私も広域連合の議員だったときにこれを問題視しまして、

その頃は定員と実人員に非常に差があったので、いろいろなことを言って今の現行みたいに

なっているのですけれども、そのときも制度上おかしいのではないかと。一般的に考えても

実際にいない人の分まで払っているような体制は絶対におかしいと。その辺の改善もきちん

と話をしてくださいということできたのですが、まだ未だにそれがなっていないということ

です。 

ホームページを見ましたら、市長は組合の議会議員で出ていらっしゃるわけですので、や

はり一般の方が見ても話を聞いても、不思議に思わないような制度改善をきちんとしていた



 - 27 -

だきたいと。いない人、幽霊になっている人にお金を払っている、誰が聞いても市民が聞け

ば「なんだ」という話になってしまうという気がしています。ましてや運営費を払っている

わけですので、いない人の分のお金を払わなければ組織が成り立たないなどという理屈は、

おそらくおかしいと感じていますが、きちんとした対応をお願いしたいなと思いますけれど

も、市長の見解をお願いします。 

○市   長  広域議会の頃、私は全くそういうことに疑問すら感じないでずっときまし

たから、今年度の予算編成の際にそういう話が出まして、これはもうきちんとしていくべき

だと。ですので、結局条例上の定数を落とすということですね、実人員に合わせる。そうい

うことできちんとした是正を図っていきたい。 

ただ、なぜそうなっていたかというのがちょっと私がよくわかりません。消防長、わかっ

たら、では、消防長の方から答弁させます。それはきちんと対応をさせていただきます。 

○消 防 長  今の件ですが、確か連合のときそういうご意見がありました。それで私ど

も、事務担当者会議の中でその話を要望した覚えがあります。そのときの回答でございます

が、さて「実人員」で、では、どの段階での実人員を捕らえるかというような負担金の割合

があって、どうしてもその負担金割合を出すには、定数、定員でやらなければそれはできな

いのだと。 

それででは、その条例定数の割る時期はいつなのだと、基準は、と言いましたら、１０月

１日現在の条例定数で負担金率を計算させていただく。確かにおっしゃるとおり実人員に合

わせれば一番いいのでしょうけれども、なかなかその実人員の人員がその段階ではつかめな

いのだというような話で現在も来ているところです。 

ですので、今ほど市長さんがご答弁されたように、実人員と定数というのはできるだけ近

づけた中で、その都度改正していくのが妥当であろうと、こんなふうに考えておるところで

ございます。 

○関 昭夫君  制度の運用上どうだかという部分はわからなくはないのですけれども、そ

ういう話を聞いても一般の人は多分わかりません。一般の市民の方が聞いて、不思議に思わ

ないようなかたちにしてもらいたい。定数を実人員と合わせたからという話にすると、余裕

がなさすぎて、では「入ってもいいよ」という人が入れないと。定数が決まっていますから。 

だから、定数はちゃんと余裕をとっていても大丈夫なようにしておかなくてはならないは

ずです。目指すべき、必要な人員の定数があるわけですから。だけど実人員がそこに追いつ

いていないからと、実人員できちんとそういうものが対応できるような制度にやはり改善し

ていくべきだろうと。そうすれば誰が聞いてもおかしいなどという感じがしないわけですの

で。これはだから、市町村総合事務組合の議員になっている市長から、きちんとその組合の

方の会議なり、何なりでしていただかなければならないというふうに思っていますが。 

○市   長  おっしゃるとおりですので、またきちんとした要望も含めて。ただ、そう

いうことがすぐ改善できるかどうかわかりませんけれども、きちんと要望を伝えていきたい

と思っております。 
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○牧野 晶君  １９５ページというか、消防費について、最初、総務費でやろうかなと思

ったのですが。南魚沼市職員の特殊勤務手当に関する条例、これをちょっと言わせて。これ

は去年も言ったのですが、その中の第５条、消防特殊業務手当ての３、救急業務のため出動

し、困難な救急業務に従事した場合、１回２００円。このことが、支払うのが悪いなどと言

うつもりがあるのではなくて、ただ、この文面を去年の予算のなか、それから条例改正か３

月議会で聞いた中では、総務課長の説明は「困難な」というのは、困難な救急業務にあたっ

たときだという答弁だったのです。その後に消防長に総務委員会の中で聞いたところ、救急

車が出て、空で帰ってきたときは２００円は支給しないけれども、人を搬送した場合は２０

０円支払うということだったのです。 

なんといいますか単純に言えば、勤務手当についてぶつぶつ言っているのではなくて、条

例がいい表現ではないのではないかなというふうに私は思うのです。すみませんがこのこと

を利用して言うわけではないですけれども、考え方として。消防費で言うのは適当ではない

かもしれないですけれども、条例がしっかりと市民に一目でわかるようにという視点も重要

ではないのかなと思い、一番ちょっとこれが目について一番説明しやすかったので、ここで

言わせていただいたのですが。これに対する考えというものを総務課長の方からちょっと。

条例に対する考え方、市民にわかりやすくというのはどういうことを考えておられるのか、

ちょっと聞かせていただければと思うのですがお願いします。 

○総務課長  できれば具体的な作業で全部表記すれば一番わかりやすいというところでし

ょうが、なかなかいろいろな業務がいっぱいあるわけです。個々の業務を列挙することがで

きませんので、特に困難な業務とか、そういう表現になることはある程度やむを得ないもの

かなというふうに考えております。 

当初、消防等につきましても、出動すれば皆、出動手当的なもので出ておったわけでござ

いますが、連合を解散して市の中で一緒にやっていく中で、特勤手当等につきましても見直

しをさせていただき、特に消火作業等がない部分につきましてはもう手当は出さないと。救

急出動等につきましても、具体的な業務がない部分につきましては出ないということに見直

しをさせていただいたところでございます。 

あらゆる業務につきましても、いろいろなものがあるものですから、個々具体的になかな

か列記しての条例制定はちょっと難しいということでお願いしたいと思います。 

○牧野 晶君  手当を多くしろ、少なくしろなどという議論をしているのではなくて、個々

について言い回しが全部はっきりしにくいというのはわかるのですが、ただ、説明を聞いて

いる中で、搬送１回につき、空の場合はやらないけれども、人を運んだ場合は２００円払い

ますよ、というそれを書けばいいだけではないですかと。今後、そういう市民にわかりやす

い視点も条例として考えていくべきではないのか、ということを聞きたいので、その点をよ

ろしくお願いいたしたいと思います。また、この答弁は予想がつくので答えはいらないので、

私の方からお願いとしてよろしくお願いします。 

○遠山 力君  それでは２０５ページについてお伺いしますが、防災行政無線のことです。
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昨年ついてから一生懸命練習して、すぐに使えるようにというお話を伺ったのですが、どの

くらい練習したかということ。 

もうひとつは大体どなたくらいまでが使える状況か。と言いますのは、特定の人ではなく

てどのくらいの範囲の方が使えるかということ。 

それからもうひとつは夜間、例えばここが空のとき何かあったとき、防災無線が何分で立

ち上げられるかということをお伺いします。 

○総務課長  防災無線の全体的な訓練等につきましては、防災無線が整備されたとき、い

ろいろな担当課、それから関係する部署から出ていただきまして使用方法につきましては訓

練をいたしました。固定局等を設置することろにつきましては、通信練習をかなりしたとこ

ろでございます。全体的に全庁あげての訓練ということになりすと、防災訓練のときという

ことかなと思います。あとは業務の中でその都度、建設課にしろ、水道課にしろ、商工観光

等につきましては遭難等があれば皆持って出てやっておりますので、日常業務の中でもかな

り使われているというふうにご理解いただきたいと思います。 

それから立ち上げにつきましては、ずっと立ち上がっておりますので、来ればすぐ使える

と、こういう状況でございます。いつの場合でも。 

それから各施設のところに皆、固定局、半固定局ですね、作っておりますが、そういうと

ころにつきましては月に１回は必ず通信訓練といいますか、通信をやって確認をしておると

ころでございます。以上でございます。 

○遠山 力君  それで、夜間何かあった場合、例えば電源をぽんと入れればそれでもう立

ち上がるのですけれども、その防災というのは特殊な状況でございますので、白井さんとか

中島さんとか、すぐそこにいる方はそこに行ってボタンを入れれば、すぐに確か運用し、ど

ういうものが入ってきても対応できるのです。けれども、例えばその方たちが遅くなった場

合、飛んで来た人、誰か飛んで来た人がすぐに立ち上げられるかどうかということをお伺い

したかったのですけれども。 

○総務課長  大体皆、使えるようになっております。画面が出てもう電源が入っておりま

すので、ボタンを押せばとか、受話器をとってダイヤルすれば使えるということになってお

りますので、大体の方はできる。庁舎の中にいる方はできると思います。 

○笛木信治君  ２点ほどお願いいたします。１点は耐震性の貯水槽です。これは先の震災

で耐震性の水槽でなければひびが入って水が漏れてしまうということで、大変重要視されて

これは整備を進めていますが、今現在、それぞれの地区にいくつくらいできているのか。そ

して今回の計画は１,４００万円ですが、これは何箇所くらいの計画か、お知らせ願いたいと

思います。 

もう１点は先ほども議論ありました消防団員のことです。それぞれの地区によって団員の

もちろん決められた定数があってもなかなか人材確保が難しいということがあって、それぞ

れの定数に充足していないというのはわかりますけれども。いわゆる旧３町くらいの割合で

いった場合、どのくらいの充足率にそれぞれなっているかお聞かせ願えればと思います。 
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それから本部団員ですけれども、これは常駐して市民の生活を守る任務にあたっているわ

けですけれども、これが言ってみれば市民の命の綱であります。ここでは南魚沼市のような

市の場合、それぞれ国の基準で何名くらいというような決めがあるかと思いますが、それと

の充足率といいますか、どのくらいかひとつお聞かせ願いたいと思います。 

○消 防 長  まず１点目の質問であります、耐震性貯水槽の現在の状況はどうかという

ことでございますが、塩沢地域は１１基、耐震性の貯水槽があります。それは６０トンから

４０トン、３０トン、２０トンとそれぞれありますけれども、合計では１１基。六日町地域

では１７基。大和地域では１１基というような状況でございます。 

続きまして、今年度予算で耐震貯水槽を要望されているのは何箇所かということですが、

六日町地域に１箇所、大和地域に１箇所という、２箇所でございます。 

消防団の充足率の関係でございますが、平成１９年まだ３月１日現在でございますけれど

も、充足率は９５.９パーセントとなっております。湯沢町消防団が９０.９パーセント。南

魚沼市消防団が９６.８パーセントというような状況でございます。 

本部職員の方の充足率ですが、現在６６.１パーセントの充足率となっております。以上で

ございます。 

○笛木信治君  耐震水槽の方は大分進んでいまして、本当に意を強くしているところです

が、今後ひとつこの方向で改修の場合は耐震施設を進めていただきたいと思います。 

本部職員は、これは全国的に見ても少ないのだそうでありますけれども、６６パーセント

というのが全県的な中ではどういう位置づけになっているか、どの程度になっているかとい

うのはちょっとわかりませんけれども、やはり南魚沼市というと非常に縦長の広範囲の地帯

であります。やはり本部職員がきちんとやはりそこで人数が確保されているということは、

市民の安全を守る上で大変重要だと思いますが、今後の考え方などもお聞かせ願えればあり

がたいと思います。 

○消 防 長  充足率については、それは１００パーセントにすることが一番ベターだと

思います。今、新潟県で一番充足率が高いのが佐渡でございます。約人口６万２,０００人、

消防職員２００名からの常備職員を抱えているというところで、正確にはわかりませんが９

８.何パーセントだったかと思います。 

そうした中で、私どものところの今の充足率は、県の平均より３パーセントくらい落ちて

いる中で、やや今、中間のところまできたのではなかろうかとこんなふうに思っております。

私は今がベターだとは思ってはおりませんけれども、財政上の勘案とか、ここの今の消防ニ

ーズに応えた中で、やはり充足率というのは上がったり、下がったりするものだろうと、そ

んなふうに考えております。 

また、いろいろのこれから業務等があれした中ではまたお願いするところもあるかもしれ

ません。これからまた何年か後にいって少子化になって、要は救急ニーズも下がってくれば、

またその中で考えていかなければならないのだろうと、そんなふうに考えておりますのでよ

ろしくお願いいたします。 
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○宮田俊之君  ページにしましては、２０５ページにつきまして、自主防災組織の強化の

面でひとつお伺いいたします。今、いろいろ議論がありますが、行政区の方の役員とこの自

主防災組織の役員がほぼかぶっているケースが多いということが、いろいろ悩みの種だとい

うふうに伺っていたかと思うのですが、私はそれは総務課の方からやはり行政区を通じてみ

たいな話になれば、そういったかたちになってしまうのは仕方がないと思うのです。その中

で、やはり消防団をあがった方がどこにいるとか、そういったものについては消防の方が当

然わかっているわけです。この自主防災組織の強化についての予算は消防の方で執行してい

くといいますか予算立てをしていった方が、より自主防災組織の強化につながるのではない

かというふうに感じましたので、その点を１点。 

用具を買うにしても、やはり消防の方が専門知識があるわけですので、そういった方から

むだのないような買い方もできるかと思いますので、その点について総務課長のまた考えを

聞きたいと思います。 

○総務課長  現在の自主防災組織につきましては、大体行政区単位で今お願いしまして、

マニュアル等も作りましてお願いした経過がありまして、大体行政区全体のところで何らか

の組織は作っていただいております。避難所等につきましても設定しておりますので。ただ、

具体的に活動がされている、ある程度活動しているところということになりますと、７０パ

ーセントくらい。７０パーセント強になるのですが、組織としては全行政区で一応取り組ん

でいただいているところでございます。 

それで、今現在のところ、防災組織に対する費用としては、震災復興基金の中でいろいろ

地域の組織に対する手当とか、それから何ていいますか自治振興資金等につきましての手当

はあるところでございますが、一般会計の予算のなかから、総務費といいますか消防費のな

かからの自主防災組織に対する補助的なものは今、やっていないのが現状でございます。こ

こに載っているものにつきましては、防災訓練の費用を計上させていただいていると、こう

いう内容でございます。 

ただ、地域の自主防災組織がものを作る等につきましては、行政区の中ですので、消防を

退職された方とかいろいろな方が混じる中でやっていただいておりますので、特段、消防署

の方に予算をやって、そこから計画していただくとかということはやらなくても、何とかう

まくいっているのではないかなと、今、気はいたしておるところでございます。 

○宮田俊之君  ありがとうございました。その中で、やはりこの自主防災組織が今後のパ

イロット事業等を含めて、職員１人増やしたりとかいろいろ期待はあるかと思うのですけれ

ども、全くそういったものの予算がないという中では、本当の災害のとき、確かに総務がお

れば災害弱者の情報とかそういった伝達等ができるとは思うのですけれども、やはりもしも

のときにきちんと動けるような体制というのはとらなければいけないと思うのです。その市

の防災計画の整備も含めて、総務課長もう一度考えをお聞かせ願いたいと思います。 

○総務課長  市の防災計画につきましては、本来であればもう出来上がっていなければな

らない時期なのでございますが、国民保護計画とか、県の防災計画等が皆変わってきた関係
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上、今作業中ということで、ごくまとまっているところにはいきませんが。作業中でござい

ますが、今ほどの各自主防災組織に対して、今、施設整備といいますか器具の整備等につき

ましては、いろいろ議論はされているところでございますが、現状としてはまだ１歩踏み出

せないというところにいまして、ただ、震災復興基金とか、それから自治振興資金、宝くじ

の還元資金とか、そういうものでかなりカバーできる部分が今、あろうかということで、そ

ちらの事業を中心に、今考えているところでございます。予算が潤沢な時期であれば消防費

の中で盛ってというところもあろうかと思いますが、現在のところにつきましては、そうい

う対応でやらせていただいているというところでございます。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第９款、消防費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第１０款、教育費の説明を求めます。 

○学校教育課長  （説明を行う。） 

○社会教育課長  （説明を行う。） 

○学校教育課長  （説明を行う。） 

○議   長  教育費に対する質疑を行います。 

○樋口和人君  まず２４５ページですが、浦佐分校のところの土地、建物購入ということ

です。これについては何か特別に後々使う目的があるのかお聞かせをください。 

それから２１７ページですが、小学校教育振興費ということで図書等購入費。これは中学

校も同じ項目があるのですがこれが随分、図書の購入費がまあまあ半分くらいになってしま

っているということで何か理由あってかなり落としたのか、かなり充足してきたのかという

ような意味あいなのかお知らせください。 

それとこれは２１３ページ、小学校の管理一般経費の中の手数料、ごみ処理ということで

す。これはまた中学校も同じようにあるのですが、これは大変ごみ処理手数料がそれこそ半

額くらいに減っていていいことだと思っているのですけれども、これは何か理由があってこ

れだけ減ってきているのか。この３点、お願いします。 

○市   長  浦佐分校跡地ですが、今ちょっと説明の中にありましたように県の方から

相当減額をして譲っていただいているところでありまして、この使途につきましては、まだ

ごく、きちんとこれだという特定はしておりませんが、幼保連携も含めた部分も考慮しなが

ら、今、県がこうして安く売却していただけるということですので、今のうちに購入してお

こうと。ただ、この幼保連携につきましては、いろいろお話しがありまして、あんなところ

にもっていくなという話もちょっとありますが。これはそこに決めたということではありま

せんが、そういうことを軸に、用地的にも大体教育関連施設の部分でありますので、それを

軸にきちんと使用を考えていきたいと思います。 

○学校教育課長  ２１７ページの図書等購入費が減となっているということでありますが、

これは確かに１８年に比べますと、１９年度が２６６万円の予算計上ですが、昨年１８年度
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と比べると１１０万円ほど減となっております。これにつきましては経常経費ということで、

財政的にはある枠が教育費の中に配分されるわけですけれども、その枠の中で各学校の方に、

どういったところに使いたいという希望を１９年度はとりました。とりましたところ、やは

り消耗品だとか、教材用品だとかどうしても必要なところに学校側の要望が行ってしまった

という、そういった関係で今回図書等の購入費の方にしわ寄せがいったかなと、そういう気

がしております。 

できれば図書購入費の方はもう少し充実したいところでありますけれども、そういった財

政的な面で、しばらく我慢しなくてはいけないのかなと、そういう気がしておりますけれど

も、そういった内容であります。 

それからごみ処理費については、今ちょっと調べておりますが、２１３ページの計上され

ているごみ処理費につきましては、今までは広域連合にありましたので、塩沢の方の処理場

につきましてはそれぞれ処理費用がかかりましたけれども、確か今は処理費がもういらなく

なっております。ここに計上されているのは、大型粗大ごみ、家電ごみ、それから小出の方

にありますエコプラントの料金のみが計上されているという内容ですので、そういった関係

かと思いますが、もう一度確認させていただきます。 

○樋口和人君  浦佐分校のところはまた是非有効な活用の方法をお願いします。 

それから、ごみの方はまあまあそういうことで結構です。 

それから図書の購入費は、これは今、備品ですとか教材備品、あるいは一般備品というよ

うな方に振り向けたということでお話しがありました。これも小学校のこの教育振興費の方

を見ると、ほとんどが半額とまではいかないけれどもかなり下がっているという部分があっ

て、どうもそっちの方に向いたのではないような気がするのですが。子どもたちのこと、子

どもの数が減っていることもあって、備品やら、そういった意味での割合として少なくなっ

ているということでいいですけれども、やはり教育は大切なことですので何とか。まあまあ

今後またあれですし、それから例えば今のこれができるのかどうかあれですけれども、閉課

程になった高校とか何かのところに使えるような備品があったらもらってくるとか、そうい

うことも視野に入れて充実を図っていただければと思います。 

○教 育 長  確かに消耗品ですとか、図書の購入費ですとか、非常に窮屈な状況であり

ます。しかし、体育館の耐震工事をやったり、あるいはこれからも校舎の耐震化を進めてい

かなければなりません。トータルで大きなお金がかかりますので、どうしても安全を優先さ

せていただきたいというふうなことであります。もちろん今ご指摘いただきましたような内

容の部分につきましても、充実を図っていくことが大切でありますから、そのことにもまた

精一杯努力をいたしますが、どうしてもというときは、やはり安全の方の対策を優先させて

いただきたいと、こんなふうに考えるところであります。 

○佐藤 剛君  ３点質問させてもらいます。まず第１点、この間の緊急雇用のところでち

ょっと話を出したのですけれども、特別支援教育の関係ですけれども。ただ今の説明の中で

は１９年度、介助員２７名で昨年と同じような体制で行うというような話だったのですが、
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これは私の勘違いであれば、この次の質問が続かないわけですけれども、私の記憶だと、昨

年は１２校１８人の介助員で当初予算スタートしたような気がするのですけれども、それは

間違いであれば。そして予算的には２,１００万円くらいの予算だったと思うのですけれども、

それをまず第１点、確認をして。私の勘違いであれば、それはそれでいいですけれども。 

もう１点、今、樋口議員の方から話ありました図書費の関係です。安全を第一にというこ

とはわかりますし、そしてまた各学校の方から希望をとったら消耗品とかそういうところが

希望が多かったので、振り分けをさせてもらってしわ寄せがいったというようなことですけ

れども、そこら辺の考え方をしつこいようですけれどお聞きしたいのですが。 

昨年この問題について私は一般質問をいたしまして、近隣の魚沼市、そしてまた湯沢町等

と比較をさせ、一般質問をさせていただきました。教育費も低いのですけれども、その中で

も図書費は極端にまた低いというような実態がありました。湯沢町では多分、ちょっと１６

年度だかの統計では、１校あたり小学校は２５万円。魚沼市は平均すると大体３０万円。最

低でも２５万円は確保するというような内容。当時、１８年度予算の中では、小学校、大和

の図書費は１校あたり１５万円だったのです。 

それで、その中でそんなことでいいのかという質問の中で教育長は、「今度１９年度予算は

増やすように努力します」というようなお話しでありました。努力したけれどもだめだった

ということであれば、それはそれで仕方ないのですけれども。ただ、今回、この予算から１

校あたりを出すと、小学校１３万円なのです。実態を見れば、各学校は後援会とか保護者か

ら集めて、多いところでは７０万円くらいに予算が膨れだして、図書を購入しているのです。

そういう実態があって、学校の方に希望をとったら、だけれども消耗品の希望が多かったの

で、図書費をさらに増やしますという考え方が、どうも私には納得いかない。そして確かに

そうだと思いますよ、希望をとったら消耗品が多くなったのだと思います。 

小学校の、２１５ページの一番下の方の消耗品がありますけれども、全体で２,９００万円

くらいの予算措置をしてありますが、これは去年２,４００万円だったのですよね、当初予算。

実績でいきますから、決算見込みでそこを２,９００万円にしたのかもしれませんけれども、

去年２,４００万円くらいで何とか消耗品がなったのを５００万円足しているのです。これは

希望があったからそうなのでしょうけれども。そういうのであれば、ちょっと我慢していた

だいて、図書費を減らさない努力がやはり教育委員会というかそちらの方としては、そっち

の方向に考えるべきだと思うのですけれども、考え方をちょっとお伺いしたいと思います。 

もう１点、リース料の件、パソコンリースの件ですけれども。いろいろ買取りがいいか、

リースがいいかというのはなかなか意見の分かれるところであります。行政の中で使ってい

る分には、やはり機械が新しくなるというのは、新しい中で対応しなければ全国的なネット

ワークの中で対応できないというところもありますので、私はリースでいいと思うのです。 

けれども、小中学校のパソコンというのは、パソコンの基礎を多分教えているのだと思う

ので、そのかたちが変わった、何が変わったとてそう敏感に変える必要はないかなというふ

うなことで、私はどちらかというと買取りの方が賛成です。けれども、リースの方が得だと
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いうことで判断されればそれでいいのですが。今年、来年あたりリースの更新がどんどん出

てくるようですけれども、何年をめどにリースを更新しているのか、ということまでお聞き

したいと思います。 

○教 育 長  他のことにつきまして具体的なことにつきましては、このあと学校教育課

長が説明申し上げますが、まず１９年度の予算の措置の予算の組み立て方といいますか、こ

とについて概略を申し上げたいと思います。財政の健全化というふうなことの中で、経常的

な経費の圧縮が要請されているわけであります。いうならばマイナスシーリングであります。

その中で、どういうふうに予算を要求していくかというところが判断の難しいところであっ

たわけであります。 

消耗品も図書の購入費もみんな欲しいんです。みんな欲しいのですが、なかなかあれもこ

れもという選択はできません。全体のマイナスシーリングの中で最低限回していくのに、今

年どこを優先するかと。こういう観点で上げていったわけでありますので、その点だけ申し

上げたいと思います。あと、では学校教育課長が申し上げます。 

○学校教育課長  第１点目の介助員の関係であります。昨年、１８年度の説明において、

私の方で説明が足りなかったのかどうかわかりませんが、１８年度におきましても、１０款

で１８人、５款で１０人ということで、２８人と、ほぼ去年と同じ内容になっております。 

それから図書費の関係をちょっととばしまして、パソコンのリースの関係であります。リ

ースがいいか、買取りがいいかという問題は、それぞれ長短があるわけでありますけれども、

今回はリースというかたちで決めさせていただきました。期間は何年かということでありま

すが、５年を一応めどに考えておりまして、今回、リース更新するものは既に５年を過ぎて

いるものもありますし、今年５年になるものもありますけれども、合わせて小学校では７校、

中学校で５校という内容であります。 

あわせまして、このパソコンにつきましては、現在、各学校にサーバーがついております

けれども、このリースの更新に合わせましてこの庁舎にサーバーを一つにすると、そういっ

た改革をやってできるだけ安くしようと、そういうふうなことを考えている内容であります。 

それから図書費につきましてですが、先ほどの教育長のお話の内容とだぶるわけですけれ

ども、どうしても経常経費というのがある程度、財政健全化という中で５パーセント削られ

た中で、各学校におきましてはどうしても必要なものからどうしても選んでくると、これは

いたし方ないかなという感じがいたします。 

もう一つ小学校の方につきましては、私ちょっと説明しませんでしたが、２１７ページの

ところに見まして上から３行目のところに、一般備品購入費１６０万円というのが載ってお

りますが、これはやはり今までは土地の教育振興費の中に入っておったのですけれども、１

９年度におきまして、除雪機を２台購入したいということで１６０万円を計上させていただ

きました。１８年度におきましても、こういったかたちで除雪機２台を用意したわけですけ

れども、こういった施設設備の方にもお金が回っているというそういう内容であります。 

○佐藤 剛君  特別支援の関係につきましては、すみません、私の勘違いでしたのであり
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がとうございました。それはそれで納得をいたしました。 

では、図書費の関係ですけれども、説明ありました。こういう財政事情ですので、経常経

費を圧縮しなければならないというのはわかります。その中で希望をとったら図書費にしわ

寄せがいったという、やはりそこの考え方ですよね。先ほど言いましたように、２１５ペー

ジの小学校授業運営費の消耗品が２,９００万円、５００万円増えているのです。それで授業

の関係を言えば、中身がわからなくてこういうことを言うのもあれですけれども、例えば教

材備品の購入費とか、一般備品の購入費とか、教材用品とか一般用品とか、そういうものは

別に予算措置してありまして、この消耗品というのは本当に消耗品だと思うのですが、図書

費をこれだけ減らして、１校あたり１３万円。実際は７０万円も８０万円もかかっていると

ころを１３万円まで減らして、消耗品を増やさなければならなかった。この経費圧縮の中で

これだけ消耗品を増やさなければならなかった。細かいことはいいですので、例えばこうい

うものが必要だったというのを大雑把でいいですので、ひとつ教えていただきたいと思いま

す。 

そしてまたリースの関係ですけれども、そういうことで一応５年をめどにして、それを過

ぎたのもやっているということであれば、私はでは納得をいたします。ただ、機械的に５年

経ったからということではなくて、そういうふうなことで小学校、中学校の授業というのは

やはり基本的な部分で、動けばいいというわけではないですけれども、できるだけこういう

時代ですので、そこら辺も計算の中に入れながら更新なりしていただきたいと思います。図

書費の関係だけお願いします。 

○教 育 長  まことに寂しい答弁をさせていただきますが、例えば、学校で保護者向け

に、あるいは地域向けに学校の状況をお知らせしたいと思えば、学校のたよりというものを

印刷して配るしかないわけであります。あるいは子どもたちに、教科書にないような何かト

レーニングをしようと思えば、プリントを作って配るしかないわけであります。この用紙代、

プリンターの何ていいますか、インク代、こんなふうなものにこと欠いているという実態が

あります。 

したがいまして、確かにこれだけでこれだけしかお金がありません、やりませんと言われ

れば、そういうところをやりたいところを削って、何とか上げなければならないと思います。

しかしそれでは非常に具合の悪い部分もありますので、だから図書費を削ったということで

決して威張れるものではありませんが、そんなふうな状況もあるということでご理解いただ

きたいと思います。 

なお、こんなふうにみみっちいことを言っているのは我が市だけかと言うと、そうではな

いわけでありまして、私どもはさっきも申し上げましたが、体育館の耐震化、それから今後

校舎の耐震化をやっていくということでやってきたわけでありますし、やっていきます。一

方では耐震診断の方ができないという自治体も県下にあるわけであります。確かに今現在で

見ますと、図書費、あるいはその他の備品等々の購入費といいますか、これについては我が

市は非常に寂しい状況でありますが、しかし、未来永劫にわたってこういう状況が続くとい
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うふうに私は思っておりませんので、耐震化という大きなお金がかかる部分をなるべく早く

に仕上げまして、議員各位がおっしゃるような図書の充実ということも早くに実現したいな

と、こんなふうに思っているところであります。 

○議   長  暫時休憩といたします。休憩後の再開は３時２０分といたします。 

（午後３時００分） 

○議   長  休憩前に引き続き本会議を再開いたします。 

（午後３時２０分） 

○議   長  教育費に対する質疑を行います。 

○宮田俊之君  まず、公社とかスポーツパラダイスの関係でお伺いいたします。抜き出し

ますと、スポーツパラダイスを抜かしましても７,０００万円近いようなお金が、いろいろな

運営費だとか建物の管理ということで支出されておるようです。加えてこのスポーツパラダ

イスの運営補助金ということでかなりのお金が出ているわけですけれども。 

１点、市長に伺いたいのですが、この市のスポーツ事業を指定管理の方に出したとはいえ、

やはりどういうスポーツをこの市の中で育成していくかという部分についてがあまり見えな

いのではないのかなと。市長のおっしゃる、ここに総合型地域スポーツクラブの充実と書い

てありますが、子どもから高齢者が一貫して取り組める生涯スポーツとなっていますがどん

なスポーツを想定して、他の市町村にないメリハリを持ったものが必要になるのではないか

と。 

そんなさなか、スポーツパラダイスの運営から職員を今度は引き揚げるということですし、

なんとなくスポーツについて後退しているのではないかなというふうな思いがありますので、

そこについて１点、お伺いいたします。 

今１点お伺いいたします。小学校、中学校で、ページで言いますと・・・購入費がいろい

ろと出ております。物品の方です。間違えていたり、経過が違っていれば説明していただき

たいのですが、１７年末から１８年の頭だったでしょうか。庁内の用品の調達、もしくはこ

ういう教育関係の調達も含めたのでしょうか、インターネットによる入札といいますか、そ

ういった公募を一時行うという話があったかと思ったのですが。その後、それをとりやめた

というふうなかたちで――総務課長はいないのでしょうか――という話がございました。 

その中で、今回、この学校現場での物品の購入、あとはもしくはスポーツの事業ですね、

物品等の購入に関して、ときには新潟の方でもそういった贈収賄に絡むような事件がござい

ました。当市では全くそういったことはないかと思うのですけれども、その辺の調査を命ぜ

られのか、命じられていなかったのか。もちろん今は問題になっていないので、問題ないと

思うのですけれども、その辺について大きく分けて、２点、教えていただければと思います。 

○市   長  このスポーツパラダイスといいますかスポーツ全般でありますが、私たち

の市で何を特に力をという部分につきましては、私は野球とか、サッカーとか、これは生涯

とは言いませんけれども、子どもたちの健全育成に十分結びつくわけです。特徴的なことは、

やはり温水プールを持っておりますので水泳をとおして、それこそ老若男女まあまあその気
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のある方は大体できるということですから、そういう部分。あとやはりスキーは、これはも

う全く特徴的な部分でありますので、そういう部分でもこのスポーツを皆さんが親しんでい

ただければ。バレーもありますしそれぞれありますけれども、特徴的な部分をあげれば、や

はり施設を生かして水泳部分と、あとはスキー関連だというふうに自分では感じております。 

職員を引き揚げたという部分、これは説明をちょっとしなかったようですが２名引き揚げ

まして、２名分の職員の費用を公社の方に捻出するか。今、１名確か正職員を募集していま

すね、公社の方では。もう１名はとりあえず臨時で対応するということですので、それはち

ゃんと人件費的に引き揚げるばかりで規模を縮小しろという、そういう意味ではありません

ので、それはきちんと対応処置をとってあるということです。 

ただ、このスポーツパラダイス。文科省の鳴り物入りで始まったわけですけれども、非常

に苦慮しております。人数が増えて、会員が増えれば増えるほどディスポートを中心とした

収入減につながっていくといいますか、赤字幅が増えていくという全くどうも矛盾した話で

ありまして、非常にここをどういうふうに整理すればいいのか。今回の予算編成の中でも、

それはちょっと焦点になりまして、なにせこれをもうちょっときちんと整理しようと。 

それからもうひとつは国のやり方。これは全般に見えるのですけれども、立ち上げさせて

１年、２年は補助をやるよと。２～３年経つとその補助をすぱんと切ってしまうと。こうい

うやり方をいろいろな場面で出てくるのです。こういうことはやはり国できちんと是正をし

ていかなければならない。 

今の農地・水・環境みたいに５年だということできちんとそう言っていただければ、また

それなりに我々は対応するのですけれども、子どもの、この間話にでました樋口議員からの

ご指摘のあった何ですかね子ども関連の。これも立ち上げろ、立ち上げろ、補助をやる。も

う２～３年くらいですぽんと補助を切ってしまうとか。そういうその制度のあり方について

もちょっと自治体の方から、国、県に対してやはり問題点をきちんとあげていかなければな

らないと思っております。 

そんな状況ですが、もし落ちがありましたら。備品関係はちょっと財政課長に。ただ、あ

あいう問題が出ましたから、そういうことはきちんと調査してくださいということは申し上

げたと思っておりますが、実態については財政課長に答弁させます。 

○財政課長  それでは用品の関係でございますが、こちらの市の方では用品業者の登録制

をとっておりますので、市の関係に用品を納めたいという方については、申請書といいます

かそれをあげてもらうということです。これは随時登録していますので、その都度おっしゃ

っていただければ私どもの方の台帳には登録できます。 

それから実際の用品の契約状況ですが、これは１００パーセント買うものをやるというこ

とではないのですけれども、大体各学校とか保育所とかあるいは庁舎も含めてですが、事務

用品で大体が買うとかあるいは紙とか、そういう一般的な共通するような消耗品については、

財政課の契約係の方で全部そういう申し込みを各学校からあげてもらってその中で、ではこ

れは統一的に財政課の方でやりますということで、入札といいますかを年に１回とって、そ
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の金額で１年間いくということにして、そういうやり方をやっています。そう学校間で単価

が違うとか、何とかという問題は起きていないはずです。 

ただ、先ほども申しましたように用品の１００パーセントをそうしているわけではござい

ませんので、教材によっては特殊なものもございますし、そういうものは多分また学校側の

方で特別な措置の方での発注になっているかと思いますが、共通部分はそういうことです。 

○宮田俊之君  用品の調達につきましては、地元調達を頑張るとの市長の一般答弁での答

弁がございましたので結構です。 

公社のことについてもう一度伺います。かなりこういったお金も出ているわけでして、例

えばスポーツパラダイスの運営補助金として出た中で、スポーツパラダイスの中で決算をと

って会費の方を算出するのだと思うのですけれども。市長がおっしゃっていただいたとおり、

年々、年会費等が上がっていくような懸念もある中で、こういった公社に対する管理運営の

補助だとか、そういったまっすぐスポーツパラダイスについてはお金が出なくても、補助的

な助けるような意味あいで建物の管理等を出している意味あいがあるのかないのか。 

それによって、この総枠、ここの公社に係わるお金の増減というのが今後も違ってくるの

ではないかというふうに思うのです。これについての見通しと、あとこれだけのお金を出し

たり、市の大事なスポーツ行政の部分を担っているわけですから、役員とかそういった関係

――本当にこのお金が適切に使われているのかどうか。当然、指定管理者先ではありますけ

れども、それをどういった、人を出すとかそういうチェックをなさっておられるのかについ

てもう一度教えてください。 

○市   長  これは、いわゆる文化スポーツ振興公社にお願いをしている部分というの

はご承知だと思いますけれども、それこそ千差万別、相当幅が広くて、そのトータル的な部

分がここにそれぞれ上がってきているわけであります。お金の管理につきましては、特に市

が関与しているということではありませんけれども、当然ですが・・・監査は入っているの

かな。その実態的なことは社会教育課長から説明いたしますが、万般間違いのないようにや

っていかなければならないと思っております。ただ、スポーツ・文化これらはそれこそそれ

で稼げるという部分ではないという感じはしておりますので、いいとは言いませんけれども

一定程度のやはり市の持ち出しといいますか、そういうことは甘受していかなければならな

いのだろうと。健康・福祉これらもそうでありますけれども。そういう観点で指定管理者制

度の運用にあたっております。 

○社会教育課長  文化・スポーツ振興公社につきましては、当然のこと、理事会それから

評議委員会等がありまして、予算、決算等々そこで審議をするわけであります。それからさ

らに決算につきましては、監査員が２名ございますのできちんとした監査をやって報告を受

けているというかたちでございます。（「市からは誰が出ているのですか」の声あり）市から

ではなくて、公社の中の推選といいますかあれした監査員というかちになりまして、市の方

からは出ておりません。 

○高橋郁夫君  まず２０９ページの教育の奨学金についてお伺いしたいのですが、高校の
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奨学金については、今年から２名ということで大変いいことだと思っております。あと大学、

短大、専修の奨学金についてちょっとお伺いしたいのですが、今年はまだ募集的にはまだ全

部揃っていないわけですね。もしそうであれば昨年の実績で、定員に対する実質貸し出し者

は何人なのか、定員に丁度なのかお伺いします。 

それとあと、今年度の申込者は今どの程度おられるのか。あと選定にあたっては、審査の

基準の中で多分収入ということもあると思うのですけれども、収入の上限は今いくらになっ

ているのかまずお聞きしたいと思います。 

あと先ほど、樋口議員からも質問があったわけですが、２４５ページの浦佐定高の土地の

購入についてですが、先ほど市長の答弁を聞いておりますと、県から今の実勢の４０パーセ

ントくらいで譲っていただけるということで購入したということです。ただ、聞いていると

何かまだ目的がないようなかたちみたいな感じに受けたのですけれども。ただ、先ほど教育

長の答弁の中にもありましたように、ちょっとずつ削って例えば教育の現場でもって２０万

円、３０万円を浮かしている中で、この金額からいうと７,４９０万円ということで、大変多

額になっているわけです。今の財政状況の中で、こうやるにはそれこそかなりの事情か目的

があったのだろうと思うのですけれども、もしもう一回答弁いただけたらお願いしたいと思

います。 

○市   長  前段は教育委員会の方でお答えいたしますが、後段のこの浦佐の分校跡地。

これは先ほど樋口議員のときにちょっと触れませんでしたが、特例債活用での購入でありま

す。ですので、例えばこれをしなかったから、では他のところへ何かお金が回るかというと、

そういうことではないわけであります。一般的な部分は特例債を全く活用できませんので。

で先ほど触れました相当安いと。 

それから具体的にここだというふうに限定はしておりませんけれども、幼保連携も含めた

教育関連、これにあてていきたいということです。まだ具体的に地元と詰めたわけでありま

せんので、これをここにつくりますよということにはいっておりませんけれども、そういう

ことを念頭に置きながらきちんとした活用をしていくという思いでありますので、よろしく

お願いいたします。 

○学校教育課長  奨学金についてでありますけれども、ちょっと今１８年度の資料を持っ

て来なくて私の記憶で申し上げますけれども。１８年度の募集につきましては、それぞれの

予算があったわけですけれども、新規が大学の場合は１３人、短大・専修の場合は８人とい

うことです。それよりも若干３～４人確か大目に応募があったと思いますけれども、そうい

った方につきましてはうちの方も収入基準とそれから学力の基準ということで２つの方向で

見ておるのですけれども、はずれた方というのは収入があったと。基準よりあったという方

がはずれたというふうに記憶しております。 

それで学力につきましては、それぞれ県の奨学金もありまして、それから昔で言いますと

育英会の奨学金があるわけですけれども、学力がそれぞれ３.５とかそういった基準があるわ

けです。市の基準といたしましては、そういった学力の面につきましては、そういった枠か
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ら外れた方はできるだけ救っていくようなかたちで奨学金は考えておるところであります。 

それから収入基準につきましては、県の方の収入基準の表をそのままあてはめまして、こ

れは単純でありませんでして、扶養家族、それからその扶養家族の中でも大学生が何人、高

校生が何人といったそういった基準があります。当然学校へ行っている子ども、大学へ行っ

ている子どもが多ければそれだけお金がいるというそういった基準がありまして、県に基準

にならった中でうちの方は、収入の方は見ているという状況です。 

１９年度の状況につきましては、今、募集中であります。大学、短大については募集中で

ありますし、高校についてはこの前議会が通った段階でありますので、これから４月１５日

号で募集するという段階ですのでまだちょっとはっきりした数字がわかりません。１８年度

の状況につきましては、大学の申し込みが１５人で決定が１３人ということですので、２人

収入の方で外れたということですし、短大・専修学校については９人の申し込みがありまし

て、８人が決定をしたということですのでお一人の方が収入の方で――あるいは学力の方で

あったかも知れませんけれども、主に収入の方でちょっともらえなかったという状況です。 

○高橋郁夫君  まず奨学金についてですが、先ほど伺っていると１３名と８名で２１名の

ところ、３人増しくらいの要は申し込み者があったということです。申し込み者が３人増し

というのは、この今の人数で足りるということではなくて、やはりこの基準がなかなか厳し

くて申し込めないのかなと。先ほど伺ったようにこの収入の面ですね。 

なかなか収入の面であるのですけれども、それは大学へ２人行ってそれなりにみるとかそ

ういうものはあるらしいのですが。例えば病人が出たとか、いろいろ家庭内の事情があるか

らやはり借入をして、当然大学に行かせようと思うわけです。そこら辺でできれば今後もそ

ういった検討なりをしながら、やはりもうちょっと門戸を広げていっていただきたいと思い

ます。 

それからあと、この土地についてですが、やはり１８年度も今必要とされていない土地を

何とか処分しようという中であれしていますので、できるだけ早めに目的をみつけてしっか

りやっていただきたいと思いますが、よろしくお願いします。 

○笠原喜一郎君  1 点だけお聞きをいたしますが、小中学校費の中でちょっとお聞きをい

たします。教育関係で１９億円の予算が盛られているわけです。この前、６日の日に中学校

の卒業式があったわけですけれども、そのとき何気なく見ていたのですが、前にも言ったこ

とがあるのですけれども市の旗ですね。市の旗を私はやはり掲揚してやるべきだろうという

ふうに前に言ったことがあった。 

城内中学校はなかったわけです。だけれど、議員のホームページをちょっと見てみました

ら、多分大和中は掲揚されていたと思うのです。この前、このことについて何年か前に質問

したときに、希望があれば貸し出すというような言い方をしていたわけですけれども、まだ

そういうことかなというふうに私は思ったわけです。その辺、どういうふうになっているの

か、ちょっとお聞きいたします。 

○学校教育課長  市の旗につきましては、学校の要望をもらいまして、要望のあったとこ
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ろについては全部整備してあるはずです。確かに私も城内中学の卒業式を見ましたけれども、

なかったということですが、市の旗については城内中学も用意してあるというふうに思って

おります。 

○笠原喜一郎君  城内中学校に市の旗があって、仮に掲揚しないのであれば私はきちんと

指導していただきたいというふうに思っています。それはどの学校ということでなくて、こ

れから小学校もあるわけですし、入学式もあるわけです。やはり教育委員会として、これだ

けのお金をかけてそして教育をしていく中で、やはり元は何かと言ったらこの地域に愛情を

持ってまた帰ってくるという、そういう部分を当然教育委員会としてもベースにもった中で

式典をやっていただきたいと、そういうことで臨んでいただきたいと思います。 

○教 育 長  うかつでありましたので、なるべく早めに話をしたいと思います。 

○山田 勝君  ２点ほどお伺いします。何回か出ておりました図書費、それから小学校授

業運営費、それの関連であります。中学校も小学校も後援会があります。あちこちあります。

それでＰＴＡも当然、ＰＴＡ会もあるわけです。そこのどれほど組織されて、どれほどの会

費が徴収されているのか――徴収という言い方も失礼ですね――募集されているのか。そう

いったのはどの程度把握されているか伺いたいと思います。 

もう１点は遺跡関係のことでありますが、浦佐小学校の前の大空クラブ、それのボイラー

室の中に大和地域で発掘された遺跡がコンテナにただ無造作に積んである状態です。これは

この状態、湿気のあるような、使われていないボイラー室で、あのように放置されていて果

たしていいものかどうか。その辺について伺いたいと思います。 

○学校教育課長  第１点目の後援会費、それからＰＴＡ会費についてどの程度教育委員会

で把握しているかということでありますが、この点については各学校での活動内容というこ

とで、今のところ把握しておりません。 

○社会教育課長  遺跡の方の関係でございますが、今、大空クラブの入っているところは

旧大和中学校の寄宿舎の中のボイラー室かと思いますけれども、少し保管場所が不足をして

いるものですから、そこに一時保管をしているという状況でございます。 

○山田 勝君  保管してあることは事実として知っておりますので、それでその状況でい

いのだろうかという観点を伺いたいと思います。 

それから、後援会。先日といいますか、私どのも薮神小学校でもここで後援会ができまし

た。何でできたかと言うと、スノーモービルの修理代も出せない。学校の運営に支障がある

ので、何とか地域でお金を集めていただけないかと、そういったことで形勢しました。 

もう１点、ＰＴＡの会費。そこの中には図書会計というのがあるのです。ですので、先ほ

どからありますように、図書というのは非常に不足していると認識しているわけです、学校

側で。それについて、市の方、体制としてどのように考えられているのか。子どもたちの教

育現場で、ＰＴＡ・地元に任せておけばいいのではないかとそういう感じの考え方をされて

いるのか、ちょっと疑問に思いましたので伺いたいと思います。 

○教 育 長  後援会がどれほどの組織率であるのかということについては、私どもは把
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握しておりません。しかし、校長等々との話の中で考えますと、後援会あるなしがやや大体

半々くらいかなと。厳密に言うと６・４くらいになるのかもわかりませんが。そういう中で、

学校がどうしても市の予算で対応しきれないという部分をこの後援会に依存しているという、

これは事実であります。しかし、先日もといいますか、この後援会を発足させてきた目的の

ひとつとしましては、確かに経済上の支援を期待している部分も当然あるでしょうけれども、

もうひとつは後援会の会員になっていただくことで、学校の運営とか、子どもたちの様子と

か、そういったことに一層関心を持ってもらいたいと、こういうふうな校長の思いもあるは

ずだと私は思っています。 

後援会を持ちましてもそれぞれ、例えばスノーモービルの新しいものをそっくり買っても

らえるような後援会もあるでしょうし、何かの折にいろいろなものを、例えば図書というふ

うなもので寄付をいただけるそういう後援会もあるでしょうし、この後援会もまちまちだと

思っています。 

そこで、各学校がこういうふうに後援会なりＰＴＡなりに経済的に依存している状況につ

いてどう思うかということでありますが、まことに遺憾ではありますけれども、しかし、保

護者が、あるいはその学校をもっとよくしていきたいという思いで後援会に入っていただい

ている会員の皆さんが、そうやっていただけることに対しては大変ありがたいことだと、こ

んなふうに思っています。 

先ほどの答弁とも戻りますけれども、決してこういう状況がいいことだというふうには思

っておりません。思っておりませんが先ほど申し上げたとおりでありまして、なかなか欲し

いものがいっぱいあるわけでありますが、これを同時に全部というわけにはいかないという

ことを私どもとしては考えているところであります。 

それから、出土品の管理の状況。あれでいいとは決して思っていません。思っていないの

でありますが、空調の設備のされたところで保管するという、そういうスペースもありませ

んし、場所もありません。また、これは非常に私としてはまことに申しわけないと思ってい

るのでありますが、ああやって集めてきた出土品を集めてきてすぐに整理がきちんとできれ

ば、ああいう保管の仕方をしなくて済むはずだと思うのですが、なかなかそちらの方の作業

も手が回りかねていると、こういうふうなことが背景にあるのだろうと思っております。大

変申しわけないと思いますが、もうしばらくああいう状態が続くのかなと、こんなふうに思

っております。 

○関 昭夫君  今の後援会の関係の話ですが、私もそのことで質問しようと思っていたら、

ちょうど前に出ましたので足して話をさせてもらいます。たまたまいろいろな事情で後援会

を作って支援をしてもらいたいというところが出てきたという話だったですけれども、逆に

長年後援会組織があっていろいろなことをやってきていたわけです。たまたま上田地区の２

校は昨年１００周年記念事業がありました。それにあわせてそれぞれの学校で備品等を市に

要望してもなかなか用意してもらえないでという話が出て、２校とも学校の要望に沿ったか

たちで何とか対応をしてきました。が、やはりその寄付を集める段階で「本来市が用意しな



 - 44 -

くてはいけない備品のはずなのに何で地域が１００パーセント金を出してまでしなくてはい

けないのだ」という住民の方もやはりいらっしゃいます。 

長年そういうことでやってきたので、逆に今度は学校側が後援会をあてにすれば要望した

ことは皆実現できるというような傾向になってはしないかなという危惧も持っています。本

来は学校の備品として、あるいは設備として用意しなくてはいけないものだったとしたら、

やはり当然市が用意すべきものだと。行政側が用意すべきものだし、予算的に間に合わない

のであれば、では学校と協力しながら、あるいは地域と協力しながらというのであれば、そ

れはそれで地域住民も負担をしないということではないと思いますけれども、まるきり１円

も出さない――１円も出さないという言い方は変ですけれども、何ら支援もしないと、用意

をしない中で、全て地域でやらなくてはいけないということに対して、やはり不満が出始め

ていますので。 

そうなると今の教育長の話だと、全部の地域に後援会があるというわけでない。では、そ

のないところで同じような問題が出たらどうしているのだという部分もありますし、他の学

校は市が用意するけれど、では後援会のあるところは後援会がやるの、というようなことに

もなりかねない。その辺をきちんとやはり精査をしてもらって、基準も作ってもらって、後

援会なりに何なり地域にお願いする部分と、市がきちんとやる部分と、やはり整理があって

然るべきかなという気がしています。 

教育長、遺憾な状態だという話をされているわけですから、なおさらそういうものが地域

に伝わるように、そしてやはり協力し合うというところがないと難しいのかなと。確かに学

校の施設を耐震補強する、新しいものをつくる、それは当然だと思いますけれども、それ以

外にもやはりお互いが協力できるようなかたちをきちんとつくってもらわないと、住民側か

らどんどん不満が出てくるようなかたちになりかねないだろうという気がしていますが、見

解をお願いしたいと思います。 

○学校教育課長  スノーモービルにつきましては、旧３町でそれぞれいろいろな歴史的と

いうのでしょうかそういった経過がありまして、旧六日町、旧大和の方では大体、旧町のお

金で買っていたというそういう経過があるのですけれども、旧塩沢町の方ではそういった後

援会というか、記念事業で買い揃えたスノーモービルがかなりあるという、そういう状況で

あったわけです。 

それで今ほどの話でありますけれども、授業に使う、授業に必要な備品というものは、や

はり市の方で基本的に揃えるというのが建前だと思うのですけれども、ただ、先ほどから言

っていますようにただし予算があるわけですので、どの優先順位がどういうふうになってい

るのかという問題があるわけです。スノーモービルがすぐに今買えるかどうかというふうな

ことになると、また除雪機の方が先ではないかと、そういった問題があるわけです。基本的

には市で揃えるものではありますけれども、それが財政の問題があって順番を待つとか、そ

ういった財政的な面でいえば先延ばしになるとか、そういった問題はあるかなと思っており

ます。 
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○関 昭夫君  事情はわかりますし、いろいろな中での話ですから。だからなおさらちゃ

んと協力できるようなかたちにしていかなければいけないのだろうと。今のままではまだ使

えるのに新しいものが欲しいのであれば、それはだめですよと。あるいは協力してもらえば、

このくらいの予算は出せますよとか、というのがやはりきちんとなっていないと。お願いし

たところは出してもらえる。１回お願いしたけれど、だめだと言われて我慢していたらそれ

はもうゼロだったというようなことがあって、バランスがとれないようなことはして欲しく

ないなと。 

あるいは今までの３町の流れがそうだったから、そのとおりで今までどおりにいくのだよ

というのは、おかしな話だろうと思っていますので、本来は市がやはり用意すべきものだと

考えているのであれば、やはりその辺はきちんと協力できるように住民にわかりやすく知ら

せていただきたいと思っています。 

○教 育 長  今回の事案につきましては、非常に単純な行き違いでありました。つまり、

片方は１１月頃でしょうか、スノーモービルが今まで使ってきたのがもう修理もできなくな

るということで、何とか市の方からも応分の負担をお願いしたいと、こういう申し出があり

ました。 

もう１校の方は私が耳にしたのは、年末の休みに入るときかあるいは正月明けだったかと

いう時期でありました。同じようにしてやりたいのだけれども、市の予算をつけようとする

と、３月補正、つまり使いたいのが来年の冬以降であれば、最低でも同じような取り扱いは

したいというふうに申し上げたのですが、もう今すぐ使うのだと、こういうお話しでしたの

で対応ができないというふうに申し上げました。 

これはそういうことでありますが、ただ、私としても、正直反省があるわけであります。

つまり、今はおそらく全ての学校でグランド、あるいはグランドに隣接する田んぼ・畑の上

を使ってあれでコースを作ってクロスカントリーをやっていると。そういう状況であれば、

それぞれの学校ごとの保有している機械の取得後の年数ですとか、修理にどのくらい金がか

かっているのかというところまで把握しておいて、そして計画的に更新というふうなことが

組めるような、そういう少なくとも前段の調査くらいはしておくべきだったなと、こういう

ふうに反省をしておるところであります。今後はそういうふうに努めていきたいと、こんな

ふうに思っています。 

○寺口友彦君  ２点ほどお伺いいたします。まず２１１ページの項目ですが、先ほどの説

明の中で、子どもセンターという項目での予算がなかったということであります。教育長の

方は子どもセンターが果たしていたその役割りについて、どのようにお考えかということで

あります。 

もう１点は２４１ページの保健体育総務費でありますけれども、スポーツパラダイスに関

連することでありますが、予算が減額であるなか、スポーツパラダイスに対しては増額であ

るというわけです。市のスポーツ振興について、市が果たす役割りというものは市長はどの

程度のお考えがあるということを２点お伺いします。 
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○市   長  あまりにも抽象的すぎて、どの程度どういう意味で、財政的な部分でとか

ですか。それともどういうことをちょっとおっしゃるのか、もうちょっと私が理解できなか

ったのでお願いいたします。 

○教 育 長  子どもセンターが今まで果たしてきた役割りにつきましては、一般質問の

際に樋口議員の質問に対して答弁申し上げたとおりであります。そこに専任の指導をできる

人がいて、随時集まってきた子どもたちに対応や指導ができれば、もっともっと利用も増え

るだろうということが想像できます。 

しかし一方で、あの子どもセンターを作った時点と比較をいたしますと、放課後の子ども

たちが過ごす場所というものが随分増えたこともまた事実であります。したがいまして、そ

ういう中で、この仕事だけに専任でかかる職員の人件費を他の部分と比較したときには、そ

こがやはり削減の対象として選ばざるを得なかった。こんなふうに思っていますが、子ども

センターが果たしてきた役割りを否定するものではありません。あと、社会教育課長が若干

補足を申し上げます。 

○社会教育課長  子どもセンターにつきましては、一応予算的には明確には盛りませんで

したが、先ほども申し上げましたように塩沢の社会教育指導員というかたちの中で、０.５人

分そこに予算付けをしまして、塩沢の方で今度若干、あそこの塩沢の社会教育関係の人員等々

も削減されるというかたちの中で、一緒に職員と一体的になって、事務室の中で対応してい

こうと、こういうかたちの中での１９年度からの取り組みということになります。以上です。 

○寺口友彦君  抽象的と言われましたので。スポーツ振興に対しては、私はスポーツパラ

ダイスという地域型のスポーツクラブを育成していくという方向は間違ってはいないという

ふうに考えておりますが、なかなか現在の各動きを見てみますと、体育協会など中に所属を

している団体にお任せをしているというような現状であります。しかしそういうかたちの中

でスポーツクラブを育成していくといっても、人的にも経済的にも非常に、仕事を持ってい

る方たちが担当していくわけでありますので、ディスポートの職員だけは担当しづらという

部分があります。そうしたときに、市がやはり人的にも財政的にも育てていくのだというと

ころを、私はやはりこの予算の中にも反映をされていくべきではないかなというふうに考え

ております。 

市長の方はその頭の中に野球とかというふうなお考えでありましたが、私はそれは塩沢出

身でありますので、やはりスキーというものを考えた場合については、オリンピック選手や

全日本チャンピオンを出しているという伝統もあります。ジャンプについてはこの全日本の

ジュニアで妙高でありますけれども、当県の選手が１位、２位を占めたと。準ジャンプにつ

いては、高校生もしのぐような成績を残したというのがあります。丸山にはそういうシャン

ツェがあるわけですから。 

そういうのを含めますと、一体的に考えていくという部分であっても、やはり民間ではな

くて、市がやはりある程度この指導をしていくというかたちでなければ、このスポーツクラ

ブというのは育っていかないのではないかというふうに思っているものですから、そこにつ
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いて市長のお考えはいかがかということであります。 

それから、子どもセンターでありますけれども、私が一番誤解をしていた部分はありまし

たけれども、不登校の子どもたちについての指導の部分です。青少年育成センターの方の中

で減額がありましたが、その中で対応してあったという部分もあります。そうするとこの部

分についてのかなりの減額もあったのかなという思いがありましたので、その中で含めて誤

解をした部分もあると思います。特に塩沢で行われていた子どもセンターの役割りというの

は非常に大きかったというのがありますので、この部分を無視して縮小していくという方向

なのかなという思いでありますので、そこら辺についてもう１回ご答弁をお願いいたします。 

○市   長  市といたしましては、結局そういう部分、民間といいますか例えば体育協

会であり、スポーツパラダイスであり、そういう立ち上げのときにやはり深く関与をしてや

っていく。しかし、ずっと市が主導的にそこに入っていくというかたちはやはり抜けていき

たいと。抜けているという意味ではないですけれども、やはりそれだけ独り立ちをしていた

だいて、運営したりスポーツを広めたりしていっていただきたいと思います。市の理念的に

はそういうことであります。 

スポーツ指導員、あるいは体育指導員、これらについても若干でありますけれども一応市

の方から委嘱をして皆さんにお願いをしているということであります。スキーなどにつきま

しても、私も連合時代から、やはり職員採用の際にそういう実績のある方、これらについて

は相当注目して見ておりまして、採用できるのであればそういう皆さんも採用しながら、こ

れはやはりボランティアの中でやっていただきたい。市の職員としてそういう立場になると

いうことであります。 

ですので、立ち上がるときには、手厚くとまではいいませんけれども、一生懸命市と一緒

になってやって、あとは体育協会なり、スポーツパラダイスなりそれぞれの団体があります

ので、そういうところからきちんと運営していっていただく。そしてスポーツを全市的に広

げていただく。そのためのまたバックアップを惜しむものではありませんけれども、ずっと

市が指導していくということではないのだろうと。全般的な部分は別ですよ。生涯スポーツ

という部分がありますので、それはちゃんとやりますので、そんな私の考え方であります。 

それから後段の件は、前に教育長が一般質問のときにちゃんと触れておりますが、一般質

問だったかな。予算的に減額してあるのです。というのは期待も込めて、要はそこから卒業

していただいて、またちゃんと学校に行っていただける、そういう部分が出てくるのではな

いかということで人員的な減額をしてありますが、実際そうでないと、６月なり、９月なり

にそういう問題がきちんと出てくれば、それはきちんと手当てをします。そういうことです。 

○教 育 長  これも腰越議員の一般質問の際にお答えをしたことと・・・（「内容が違い

ます」の声あり）結果的に不登校支援の教室ですか。不登校支援の教室につきましては、旧

塩沢町でも、旧大和町でも、旧六日町でも、それぞれ１カ所ずつ教室を運営しておりました。

ですから今、それぞれ３教室を持っているわけであります。この３つの教室で月曜から金曜

まで、それぞれ週５日、場合によっては半日ということもありますけれども、ここでは学校
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には通えないけれども、ここには通ってこられるという子どもたちの指導をしております。 

このことの役割りということについては、非常に大きなものがあるというふうに思ってい

ます。現実に学校に復帰した子どもたちもいますし、あるいは中学校には復帰できなかった

けれども、高校に進学しているという子どもたちもいます。ですから、この教室の今まで果

たしてきた役割というのは非常に大きいと、このように思っております。したがいまして、

新年度におきましても３教室の週５日体制はそのままやっていきたいと、そのように考えて

おります。 

○岩野 松君  ２１３ページというわけではないのですけれども、学校関係の臨時職員の

ことでちょっとお伺いをたてたいのですが。今、先ほどからの説明でも５款の云々というこ

とで、被災地緊急雇用対策のなかから随分学校関係の職員が今、臨時として採用されていま

す。約５割近くがそういう人たちかなと思います。 

学校というのは常時的にはそういう人たちも含めて、運営費で私は賄うべき問題かなと思

っていますけれども、たまたまこういう制度があったので、本来ならばどうしてもそこまで

必要ない人をプラスして今、そういうかたちで臨時として雇用しているのか。それとも本来

は、本当を言えば必要なんだけれども、そういう制度があったからということなのかという

ことをお聞かせください。 

それから２２７ページの除細動の問題です。これは社会教育の中で取り扱われていますが、

使用料ということでリースかなと思っていますけれども。前にもどなたかも一般質問されて

います。先日ある新聞にそのことが載っていまして、特に小中学生の子どもさんの、球があ

たったときの心臓に与える影響ということでこの除細動が必要だということがありましたが、

そこら辺はどういう配備になっているかお聞かせください。 

それと先ほどから出ていますが、２３１ページの放課後子ども教室推進事業委託料という

のがあります。国、県と市で３分の１ずつで運営するということですが、これと学童保育と

の整合性とか、それから違いなどということをまずお聞かせください。 

○学校教育課長  臨時職員の件でありますけれども、確かに５款の緊急雇用でかなりの臨

時を雇っているわけでありますが、この中には２種類あります。一つは今まで１０款で雇っ

ていた方ですけれども、これは緊急雇用の方で雇えば１００パーセント補助ですので、財政

的には助かるといった面でそういった振替的な面も一つあります。 

もう一つは、いままで１０款で以上に緊急雇用で臨時的ですね、３年間というふうに言わ

れておりますけれども、そういったかたちで増えている部分もあります。例えば、普通教室

の支援をする特別支援助手というかたちは今まで１０款では財政的に無理だったのですけれ

ども、緊急雇用という事業がありますので、それでもって３年間でありますけれども、それ

を３年間実施すると。そういった事業もあります。そういった意味で２種類あるという内容

です。 

○社会教育課長  まず２２７ページの社会教育総務費、一般経費の中の自動体外式除細動

器使用料２８万円。これはリース代でございます。一応うちの方では学校教育とは別に、社
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会教育、いわゆる社会体育の中で各種事業等々するときに、あまり利用があってはならない

わけですけれども一層それに備え付けておくというかたちの中で、大和、六日町、塩沢、そ

れぞれに一体ずつ配備をしております。それからプールの方にも１体置きまして、今現在、

社会体育の方の関係では４体対応してございます。若干の貸し出し等もできますので、そん

なかたちの中で有効に活用していただこうというかたちの中での取り組みといましょうか、

内容になっております。 

それから２３１ページの一番上の、放課後子ども教室推進事業委託料でございますが２２

８万円。これは今ほど議員お話ししましたように、国の方の文科省の関係の放課後子ども教

室の関係と、それから厚労省の関係のいわゆる学童保育、これを国の方でひとつの事業にあ

わせまして、それで一体的に取り組んでいこうとこういう事業であります。 

うちの方では放課後子ども教室推進事業というかたちの中で、昨年、自然教室というもの

がございましたが、それの発展的というかたちの中で今、取り組んでおります。学童保育の

方の関係等々につきましては、うちの市の方の内容で言いますと、子育て教室、子育て課で

すね。子育て支援課の方と連携をとりながらというかたちでありますが、少しずつ打合せと

いいますか、話合いを進めているところでございますが、とりあえずうちの方としては、放

課後子ども教室というかたちの中で発足をして対応していこうということで、１９年度は５

教室、５つの学校ですね、というかたちの中で対応していこうとう内容でございます。 

○岩野 松君  その臨時職員の問題ですけれども、２種類あってということで、使えるか

らということでプラスの部分でそういうかたちを使っているというのもわかりました。ただ、

やはりできたら臨時職員でない方がいいのですけれども、健全化の中でのこういう利用の仕

方だろうとも思っています。それとこれが３年、たまたまその前にも、不況対策としての緊

急雇用ということでこういう制度があって、当市では非常にそういう意味では運がよかった

というか、活発に利用していたというふうに解釈しています。ぜひ、これがなくなったから

といって教育の中身が少なくなるようなことはないようにして欲しい、という思いはありま

す。 

それから除細動の問題ですが、これは社会教育課でその各町にあるというのは聞いていま

したけれども。実は子どもの成育上、小学校から中学校のごく完全に成長しないときに球が

当たったりする心臓に起こる影響ということで、学校の中でそれに対する対応がどうなって

いるかというのを。心臓でするというのは、５分以内くらいにあれしないとだめだというこ

とで、貸し出しは難しいのではないかと思っていますが、そこら辺の考えをお聞かせくださ

い。 

○学校教育課長  第１点目の臨時の関係もあれでしょうか、お答えした方がよろしいでし

ょうか。（「いや、いいです」の声あり）いいですか。 

では、除細動の関係でありますけれども、今、学校の方に備え付ける用意があるかという

話がありましたけれども、今のところまだちょっとそこまでいっていないのですけれども、

ただ、１８年度におきましては、将来的にはそういったことになるだろうということで、講
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習会だけは実施いたしまして、それぞれ養護教諭、あるいは各学校から２～３名ということ

で、消防署の協力を得まして準備だけはしているという段階であります。 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、教育費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第１１款、災害復旧費の説明を求めます。 

○農林課長  （説明を行う。） 

○建設課長  （説明を行う。） 

○議   長  災害復旧費に対する質疑を行います。 

(「なし」の声あり) 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１１款、災害復旧費に対する質疑を終わります。 

○議   長  第１２款 公債費、第１３款 諸支出金、第１４款 予備費の一括説明を

求めます。 

○財政課長  （説明を行う。） 

○議   長  第１２款、第１３款、第１４款に対する質疑を行います。 

（「なし」の声あり） 

○議   長  質疑を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、第１２款 公債費、第１３款 諸支出金、第１４款 予備

費に対する質疑を終わります。 

○議   長  以上で第９号議案 平成１９年度南魚沼市一般会計予算に対する質疑を終

わります。 

○議   長  討論を行います。まず原案に反対者の発言を許します。 

○笛木信治君  平成１９年度南魚沼市一般会計予算に反対の立場での討論をするものであ

ります。 

本年度の予算は３億８,０００万円、縁故債の借換えを含めて６.７パーセントの伸びとい

うことであります。財政困難が言われておるわけでありますけれども、こうした中での積極

予算ということでありまして、ここ数年間の実質公債費比率は高めに推移するという計画は

出ております。 

こうしたことに危惧する声も多いわけでありますけれども、本予算では市民税の増税によ

る収入源の増ということもありますが、問題はこの市民税の増額分が市民の暮らしや福祉、

医療などにどう反映されているかということでありますが、予算で見る限り、子育て支援や

学童保育などの面や、医療費の充実であるとか一定の前進が見られますが、その増税分の多

くがそうした福祉、暮らしに還元されているというところは見えないわけであります。特別
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会計への繰出しも法定繰出しにとどまっているということがあるわけであります。 

こうした中で、しかしながら本予算は私がいつも言いますが、構成比では民生費は１７.

８パーセント、土木費が１４.４パーセントと、かろうじてまだこの民生費の方が上位にいっ

ているということでありまして、このことを評価するわけであります。しかしながら、土木

費では２億円からの伸び。これは主として、大和のインターの道路工事に関わることであり

ますが、このことが直ちにやらなければならない、緊急を要するものというお考えからであ

りますが、納得のいきかねるところであります。基幹病院との関連がないとすれば、もう少

し長いスパンで５億円というような巨額の投資ですので、考えてもいいのではないかという

ふうにも思うわけであります。 

こうした予算編成上、どうしてもこの点では納得できないということがあるというほどの

ことではありませんが、私どもは元来、この議会での野党ということでありますので、市長

批判も含めてこの予算に反対をするものであります。以上。 

○議   長  次に原案に賛成者の発言を許します。 

○阿部久夫君  平成１９年度一般会計当初予算に賛成する立場から討論させていただきま

す。 

私も当初予算書を見たとき、６.７パーセント増、２８１億９,０００万円。この財政健全

化の非常に厳しい中で、よくこれだけの予算を盛り込んだなと、当初は思っていました。そ

うした中にこの３日間の予算審議、それぞれ活発な議員の皆さん方の質疑等を聞いて、また

きちんとした自信を持って市長を始め執行部の皆さん方は答弁していました。やはりそれだ

けの自信を持っているのだなと、あそこへ座っていながら感じていました。 

そうした今回の予算に対しては、私は市長は厳しい中でも産業に対しても、この異常少雪

の中で緊急融資を素早くしていくと。また、建設業界においても、そういった企業に対して

もいち早く事業に取り組むと。私はそういった姿勢がやはりよかったなと、そういうふうに

感じています。 

農業問題に関しても農地・水・環境問題、これに対して県がまだ全然対応していない中で

も、市はすぐ対応していくと。やはりそういった積極的な行動が私はありがたいというふう

に思っています。この当初予算についても、私は１８年度と結構見比べてきたのですが、経

費の削減、投資的な経費の抑制は十分なされているとそういうふうに感じました。そうした

ことを考えますと、この当初予算に賛成する立場から討論をさせていただきました。どうか

よろしくお願いいたします。 

○議   長  次に原案に反対者の発言を許します。ありませんか。 

○議   長  原案に賛成者の発言を許します。 

○若井達男君  第９号議案 平成１９年度一般会計予算に賛成する立場で討論をさせてい

ただきます。 

この３月議会はやはり新年度から控えております、部制に合わせた中の予算編成。あわせ

て今ほど前者からもありましたが、財政健全化計画１年目が終了して２年目に向かうといっ
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た中に、大変厳しい中の予算編成であるというふうに私も感じております。 

２８１億９,０００万円、前年比より１７億６,０００万円の増ではございますが、率にし

て６.７パーセント。財政健全化計画だからマイナス予算でなければならないと。そんなこと

は決してありません。こういうとき、一番問題なのは中身です。その中身の歳入、歳出を見

たとき、どのようになっているか。これは私が感じるところに、思った以上に歳入にぶれが

なかったと。それにあわせてきちんとした歳出を組めたということです。 

市税についても今ほど前者からもありましたように、反対意見の方からもありましたよう

に、それなりの伸びがあったと。そして一般交付税、これは新たなる交付税の算定方法が変

わってきたと。そういった中にそれなりの大きな減額が見えるのではないかというふうに思

っておったわけですが、１.０１パーセントのわずかな減額で済んだと。 

あわせて、そういう中に、ならば無理した予算で公債費をどこまで積み上げていかなくて

はならないかと、それらを見たときに、公債費２９億５,０００万円。これらは旧町に分けれ

ば――分ければ正しいということではないですが、約１０億円。旧六日町時代でも公債費は

１７億円から１８億円が続いてきておりました。そういった中に先ほど申し上げました、歳

入のぶれがない中に歳出をきちんと組めたということです。 

昨年の３月はある党は何が何でも反対しなくてはならないと。立場上反対しなくてはなら

ないと、そういう厳しい発言を私はここに登壇させていただいたときに行いました。しかし

ながら、反対意見を聞きましても、極めて丸い、できれば賛成したいのだというような発言

の反対討論だったというふうに私は受け止めております。 

歳出につきましても、やはり特出されるものは８,８００万円という乳幼児医療の補助、妊

産婦の医療補助、そして金額は４８万円でありますが、それを１６０万円にする不妊治療費。

これらは金額の少にかかわらず、大きな成果を出しております。これらはまたこの１９年度

中に新たなる成果となって現れてくるというふうに私は確信しております。 

今１点です。この１９年度から新たに本格的に取り組む国土調査費２,０００万円から計上

しております。この国調はやればやっただけ成果が出てくる。まずは税の公平さ、境界紛争

のなし、公共事業の進捗率のよさ、そういった中にこの国土調査が本格的に取り組まれると

いうことは、言葉を変えて言えば一気に市街地の中を数年間の中にやって、これが終了した

ときに恒久財源となり、南魚沼市の一層の安定が出てくるというふうに考えるところでござ

います。 

この後、細かいことは省略させていただきますが、よくこの厳しい財政健全化計画の中に

予算を組まれたと。中には、今１点申し上げますが、せっかく組んだ財政健全化計画を１年

で見直すとは何事だと。やはり何年かやってから見直した方がいいのではないかという議論

もございました。しかしながら、経過が進んでからでは遅いのです。私たち南政クラブ・つ

つじクラブは昨年、佐賀県の有田市に財政健全化計画の視察研修に行ってまいりました。こ

れも三位一体改革のもとに１６年から組んだものが、わずか２年でやはりやり直しをしなく

てはならない、シミュレーションを行ったうえでやり直しをしなくてはならないと。そうい
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った勉強をしてまいってきております。１９年度中に、早急にこれも見直し再編をしなけれ

ばならないという市長の姿勢も十分伺っております。 

そんなことで、第９号議案につきましては、全員の賛成をお願いすることでございます。

討論を終了いたします。 

○議   長  原案に反対者の発言を許します。 

○議   長  次に原案に賛成者の発言を許します。 

○笠原喜一郎君  私は第９号議案 平成１９年度南魚沼市一般会計予算に対しまして、政

策集団かたくりを代表しまして、賛成の立場で討論に参加をさせていただきます。 

政治、あるいは行政に携わる我々としては、また職員の皆さんとしては、私は２つの側面

を持ってやっていかなければならないというふうに思っています。ひとつは今、起きている

現実に対して、的確に、迅速に、そして市民の要望に応えていくということ。そしてもうひ

とつは、将来にわたってこの南魚沼市をどういうふうな市にしていくかという、その視点で

もって予算を執行していくという、私は２つのことがあるだろうというふうに思っておりま

す。 

その現実に対応するという部分では、２８１億９,０００万円の中で、本当にいろいろな事

業が計画をされましたけれども、私は次の４つを評価したいというふうに思っています。 

ひとつはやはり校舎の耐震補強であります。あるいは子どもたちの教育環境の整備という

ことで、新しい校舎の体育館の建設等が、このことが事業化をされました。 

もうひとつは少子化が進んでいる中で、子育て支援ということで、学童保育の充実、ある

いは乳幼児医療費助成の拡大であります。入院につきましては４歳に到達するまで、そして

通院については３歳になるまで所得制限なしに無料化をされたということは、このことは県

下の中で初めてだということであります。私は本当に評価をするところであります。 

さらに今冬の異常少雪の中で、観光業に携わる人たちの緊急融資ということで２億円の預

託を積み、そして４億円の資金を準備いたしました。 

また、除雪業者の仕事を早めに確保するということで、早期発注も計画をされました。私

はこういう素早い対応というのは、先ほど言ったように、今起きている現実に対してきちん

と対応した評価すべきことだろうというふうに思っております。 

一方、次の南魚沼市をどういうふうな市にしていくか。将来にわたって、その中で私は３

つのことを評価をしております。 

ひとつは大和町ＥＴＣの恒久設置に向けての道路整備であります。これはむだだという意

見の方もありますけれども、私はこの地域が将来にわたって発展をするための基礎をつくる

ものだというふうに思っております。 

そしてもう 1 点は、この１９年度から教育委員会で始まる学区の再編であります。財政的

なことだけでなく、子どもたちのこれからの教育環境をどう整備をしていくかというそのこ

とについて、私は大きな期待を持っているところであります。 

そして３点目は、基幹病院建設にともなうこの地域医療をどう確立をしていくかという、
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その視点であります。 

こうした、今ある問題、そして将来にわたっての問題に対処しながら安全で安心して、そ

して市民一人一人が生き生きと活力のあるこの南魚沼市で生活をすることを、私は願うもの

であります。 

この４月からは本庁舎方式、そして副市長制、あるいは部制がひかれますけれども、その

ことはそれが目的ではなく、そのことを通して市民の要望に応えるという、その手段であり

ます。施政方針の中に書いてある市民一人一人が市政の主役というそのことを、きちんとこ

こにいる一人一人が、そして１,０００人の職員が、我がことのことと思って２８１億９,０

００万円の予算執行にあたられることが、金額以上の、そしてそれ以上の効果を発揮するも

のというふうに思っております。皆さん方の本当にこれからの活躍というか予算執行に努力

することをお願いしまして、賛成討論とさせていただきます。よろしくお願いいたします。 

○議   長  原案に反対の意見はありますか。 

(「なし」の声あり) 

○議   長  なければ、原案に賛成の発言を許します。 

○和田英夫君  市民クラブを代表しまして、９号議案 １９年度南魚沼市一般会計予算に

賛成討論に参加をいたします。 

私ども議会は市長が行う市行政が、まさに市民のための行政であるかどうか厳しくチェッ

クをしながら、よい意味で批判と提案をする。これが私どもの使命であります。本一般会計

予算は市長の市政方針を始め予算審議の中で、今ほどもお話しが出ておりますように、子育

て支援関連予算、あるいは教育施設環境整備予算などなど評価をできる内容も多いわけであ

ります。審議の中で私どもは、出産祝い金条例の廃止、あるいは乳幼児健診対応などについ

ては、素直になかなか賛成しがたい内容もあるわけであります。 

今、市民はこの１９年度市行政に、どうなるかということで関心もあるわけであります。

けれども、加えて、いったい将来の市の財政状況はどうなるのだという、非常に大きな不安

な気持ちを持っている市民も多いわけであります。私どもはこの財政立て直しの指標である、

財政健全化計画、あるいは公債費負担適正化計画、このことの計画通りに執行することが、

市民への「安心してください」と理解をされるひとつの方策だというふうに考えておるわけ

であります。 

予算審議の中で、それぞれの今ほど言った２つの計画について、まあまあ見直し等の発言

もあり、先ほど２８番議員からもそれでいいのだというような発言もあるわけであります。

けれども、私どもはやはり５年後、１０年後の２つの計画をきちんとそのとおりやるのだと

いうことで市民に理解が得られると、こういう立場であります。 

いずれにしましても、合併間もないこの時期に、言われているような厳しい財政状況の中

で、市民生活の安定、安心を考えたときには、ここは一番スムーズに新年度行政を執行する

ことが市政発展のためだと考えまして、市民クラブとして、本一般会計予算に賛成をいたし

ます。ありがとうございました。 
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○議   長  討論を終わることにご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、討論を終わります。 

○議   長  採決いたします。 

 第９号議案 平成１９年度南魚沼市一般会計予算、本案は原案のとおり決定することに賛

成の諸君の起立を求めます。 

（賛成者起立） 

 起立多数。よって、第９号議案は原案のとおり可決されました。 

○議   長  お諮りをいたします。 

 ３月２０日まで予定していました一般会計審議は本日で終了しましたので、明日、３月２

０日は休会としたいと思いますが、ご異議ございませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

 異議なしと認めます。よって、３月２０日は休会とすることに決定しました。 

○議   長  本日の日程は全部終了いたしました。本日はこれで散会いたします。 

 次の本会議は３月２２日午後１時から当議事堂で開きます。大変ご苦労さまでした。 

（午後４時４５分） 

 

 


